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か
つ
て
日
本
に
は
、
官
僚
に
対
す
る
国
民
の
評
価
が
概
ね
高
い
時
代
が
あ
っ
た
。
一
九
七
〇
年
代
終
わ
り
か
ら
八
〇
年
代
後
半
に
か
 
 

け
て
は
、
「
公
費
天
国
」
と
い
わ
れ
る
税
金
の
不
適
切
な
支
出
が
問
題
に
さ
れ
、
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
元
官
僚
や
現
役
官
僚
が
有
罪
判
決
を
 
 

1
一
 

（
2
）
 
 

受
け
る
汚
職
事
件
が
起
き
て
は
い
た
が
、
「
国
民
の
行
政
へ
の
肯
定
的
評
価
」
が
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
「
政
治
家
は
三
流
だ
が
、
官
 
 

三
七
 
 
 

は
じ
め
に
 
 

キ
ャ
リ
ア
の
人
事
制
度
と
官
僚
制
の
自
律
性
 
 

目
次
 
 

は
じ
め
に
 
 

一
キ
ャ
リ
ア
人
事
の
基
本
形
態
 
 

二
 
官
僚
制
内
部
の
統
制
と
合
意
形
成
 
 
 

〓
 
同
期
と
先
輩
・
後
輩
関
係
 
 
 

n
 
評
価
と
人
数
 
 

三
 
官
僚
制
外
部
か
ら
の
影
響
を
排
除
す
る
仕
組
み
 
 
 

り
 
段
階
的
選
抜
 
 
 

‖
 
筆
頭
局
と
予
定
さ
れ
た
人
事
 
 

お
わ
り
に
 
 
 

築
 
 
島
 
 

尚
 
 



同 法（55－2）286  

（
3
 
 

し
 
庁
は
一
流
で
あ
る
」
と
い
っ
た
言
葉
も
一
般
に
 
 

流
通
し
て
い
た
。
 
 
 

し
か
し
、
一
九
九
〇
年
代
に
官
僚
へ
の
国
民
 
 

の
信
頼
は
低
下
し
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
 
 

（
表
－
）
は
、
一
九
九
四
年
か
ら
二
〇
〇
〇
年
に
 
 

か
け
て
『
朝
日
新
聞
』
 
が
行
っ
た
、
官
僚
に
対
 
 

す
る
信
栢
度
に
関
す
る
世
論
調
査
を
時
系
列
に
 
 

並
べ
、
さ
ら
に
、
二
〇
〇
二
年
に
『
読
売
新
聞
』
 
 

が
行
っ
た
同
様
の
世
論
調
査
を
付
け
加
え
た
も
 
 

の
で
あ
る
。
ど
の
調
査
も
、
専
門
能
力
を
疑
わ
 
 

せ
る
不
手
際
や
汚
職
事
件
と
い
っ
た
官
僚
不
祥
 
 

事
の
直
後
や
そ
の
影
響
が
残
る
な
か
行
わ
れ
、
 
 

官
僚
に
と
っ
て
好
ま
し
く
な
い
結
果
が
山
や
す
 
 

へ
4
 

い
状
況
に
あ
っ
た
と
は
い
、
え
、
九
〇
年
代
を
通
 
 

じ
て
官
僚
へ
の
信
頼
は
低
下
し
、
不
信
は
高
ま
 
 

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
今
後
何
か
の
き
っ
か
け
で
 
 

国
民
の
判
断
が
大
き
く
変
わ
っ
た
り
、
時
間
の
 
 

経
過
と
と
も
に
不
祥
事
の
記
憶
が
薄
れ
た
り
す
 
 

る
可
能
性
は
残
る
も
の
の
、
こ
の
表
か
ら
は
官
 
 

く表1〉 官僚に対する国民の信頼度  

（単位ニパーセン ト）  

調査年月口  94／5／96／12／98几／  98／1乙／   00／3／  調査年月日  02／5ノ   

（『朝日新剤）   8．9   8，9   1，2  13，14  20，21  備売売新剛）  25，26   

人いに  

信頼L．て  2  信頼して い   4   

いる   
る  

どちらか  
ある程度  
信碩して  田  山  ウ   といえば  

17    信頼Lて  18   
いる   

いる  

信輸して  

いる   
44   32  26   信用   16   19  信頼派   22   

どちらか  

45  44    といえば 信頼して  
39   

いない  

34   31  信板して いい   35   あまり信 赦してい ない  44  50   50   あまり信 用してい なし、               まった〈 信頼して いない  7  l 15  】2車讐Lて  な  

信椒Lて  65   71   79   
いない   75  不信派   74   

その他・  5   3  その他・  
答えない  3■   〇   6  答えない   5   

汁i典：『朝口新聞』1994年5月15H、1996年12月12日、1998年3月4日、1999年1月1U、  
2000年3月26日、『読売新聞』2002年6月13‖より作成。調査年の上二桁は省略。ア  
ステリスクは筆者か付け加えた数字。   
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僚
へ
の
不
信
は
根
強
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
 
 
 

専
門
の
研
究
者
か
ら
も
、
官
僚
不
祥
事
の
背
景
に
あ
る
と
さ
れ
る
現
有
公
務
月
制
度
の
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
、
政
治
主
導
の
確
立
、
 
 

縦
割
り
行
政
の
改
善
、
天
下
り
の
廃
止
と
い
っ
た
改
革
を
行
う
べ
き
で
あ
る
と
の
主
張
が
な
さ
れ
て
い
る
。
特
に
、
キ
ャ
リ
ア
と
呼
ば
 
 

れ
る
官
僚
が
厚
い
処
遇
に
よ
っ
て
特
権
意
識
を
持
つ
一
方
、
そ
の
他
の
職
員
で
あ
る
ノ
ン
キ
ャ
リ
ア
は
、
同
じ
大
学
卒
の
学
歴
を
持
つ
 
 

〔
5
）
 
者
が
少
な
く
な
い
な
か
、
キ
ャ
リ
ア
と
の
処
遇
の
楷
差
が
あ
ま
り
に
も
大
き
く
、
士
気
を
殺
が
れ
て
る
と
っ
た
批
判
が
あ
る
。
 
 
 

確
か
に
、
こ
う
し
た
批
判
を
受
け
て
、
大
蔵
省
の
キ
ャ
リ
ア
が
入
省
数
年
目
で
税
務
署
長
に
就
く
慣
例
が
一
九
九
八
年
に
廃
止
さ
れ
 
 

（
6
」
 
 

た
り
、
外
務
省
で
大
使
ポ
ス
ト
の
二
割
程
度
を
ノ
ン
キ
ャ
リ
ア
で
あ
る
専
門
職
職
月
に
割
り
当
て
る
と
い
っ
た
方
針
が
二
〇
〇
二
年
に
 
 

‥
7
 

打
ち
出
さ
れ
た
り
、
処
遇
の
格
差
を
縮
め
る
部
分
的
な
変
更
は
加
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
公
務
員
制
度
全
般
の
改
革
に
つ
い
て
、
橋
 
 

本
内
閣
で
設
け
ら
れ
た
公
務
員
制
度
調
査
会
は
、
一
九
九
九
年
に
「
公
務
月
制
度
改
革
の
基
本
方
向
に
関
す
る
答
申
」
 
の
な
か
で
、
キ
 
 

ャ
リ
ア
の
人
事
制
度
を
当
面
維
持
す
る
も
の
の
、
幹
部
職
員
登
用
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
の
厳
格
な
選
抜
と
ノ
ン
キ
ャ
リ
ア
の
積
極
的
な
 
 

（
8
〕
 
 

登
用
を
進
め
る
べ
き
で
あ
る
と
謳
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
後
、
「
行
政
改
革
大
綱
」
の
漁
れ
を
汲
み
、
二
〇
〇
一
年
一
二
月
 
 

∵
ヱ
 
 

に
閣
議
決
定
さ
れ
た
「
公
務
員
制
度
改
革
大
綱
」
 
で
は
、
キ
ャ
リ
ア
の
処
遇
を
抜
本
的
に
改
革
す
る
条
項
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。
 
 
 

そ
れ
で
は
、
国
民
の
不
信
や
専
門
家
に
よ
る
強
い
批
判
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
キ
ャ
リ
ア
の
人
事
制
度
を
根
本
的
に
改
め
 
 

る
こ
と
が
で
き
な
い
の
か
。
想
像
の
域
を
出
な
い
が
、
例
え
ば
、
そ
の
人
事
制
度
の
主
た
る
受
益
者
が
既
得
権
益
を
守
ろ
う
と
抵
抗
し
 
 

て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
そ
の
制
度
に
よ
る
利
益
が
さ
ほ
ど
大
き
く
な
い
公
務
員
を
含
め
、
制
度
が
変
更
さ
れ
る
こ
と
に
よ
 
 

（
川
）
 
 

っ
て
生
じ
る
将
来
の
不
安
を
避
け
る
た
め
に
現
状
維
持
を
支
持
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、
現
在
の
キ
ャ
リ
ア
人
事
制
度
が
、
 
 

明
治
期
に
確
立
し
た
高
等
文
官
試
験
制
度
の
歴
史
の
上
に
戦
後
も
長
ら
く
続
い
て
き
た
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
よ
か
れ
あ
し
か
れ
、
直
 
 

接
の
利
益
や
将
来
の
見
通
し
と
は
別
に
、
制
度
そ
れ
自
体
に
関
係
者
に
と
っ
て
何
か
し
ら
合
理
的
な
側
面
が
内
在
し
て
い
る
の
で
は
な
 
 

か
ろ
う
か
。
 
 

三
九
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四
〇
 
 

伊
藤
大
一
教
授
は
、
公
務
員
が
官
僚
制
内
部
で
上
層
身
分
と
下
層
身
分
に
分
化
し
、
そ
れ
ぞ
れ
が
権
力
を
分
担
し
て
保
有
す
る
こ
と
 
 

に
よ
っ
て
、
上
層
公
務
月
が
、
下
層
公
務
員
の
独
立
を
理
由
に
し
て
政
治
権
力
か
ら
の
独
立
を
強
化
し
、
逆
に
下
層
公
務
員
が
、
上
層
 
 

公
務
員
の
権
限
集
中
を
理
由
と
し
て
顧
客
集
団
か
ら
の
圧
力
を
か
わ
す
こ
と
を
指
摘
し
、
官
僚
制
外
部
と
の
関
係
に
お
い
て
、
キ
ャ
リ
 
 

㌧
〓
）
 
ア
と
ノ
ン
キ
ャ
リ
ア
の
存
在
を
前
提
と
す
る
人
事
制
度
が
、
官
僚
制
の
自
律
性
維
持
を
容
易
に
し
て
い
る
旨
述
べ
て
い
る
。
 
 
 

と
こ
ろ
で
、
日
本
官
僚
制
に
お
け
る
人
事
の
自
律
性
に
つ
い
て
は
、
政
治
家
の
影
響
力
が
二
疋
程
度
あ
り
な
が
ら
も
、
一
応
保
た
れ
 
 

て
き
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
西
尾
勝
教
授
は
「
局
長
以
上
の
人
事
は
閣
議
了
解
を
得
る
べ
き
事
項
で
あ
り
、
高
級
官
僚
が
退
官
後
に
 
 

就
任
す
る
こ
と
に
な
る
特
殊
法
人
の
役
月
の
人
事
も
閣
議
事
項
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
ら
の
人
事
に
内
閣
総
理
大
臣
と
か
各
省
大
 
 

臣
の
意
向
が
反
映
す
る
余
地
は
制
度
上
ひ
ら
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
局
長
、
官
房
長
、
事
務
次
官
ク
ラ
ス
の
人
事
異
動
に
は
政
治
家
 
 

の
意
向
が
現
に
反
映
し
て
い
る
と
の
論
評
も
あ
る
。
し
か
し
、
か
り
に
そ
の
よ
う
な
事
実
が
あ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
二
⊥
二
の
候
補
 
 

者
の
う
ち
の
誰
を
任
命
す
る
か
と
い
う
範
囲
内
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
当
該
の
官
僚
機
構
に
と
っ
て
予
想
も
し
が
た
い
よ
う
な
人
事
は
行
 
 

い
え
な
い
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
日
本
の
行
政
官
僚
制
は
人
事
の
自
律
性
を
保
持
し
て
い
る
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
 
 

、
‖
′
 
 

る
。
 
 
 

そ
れ
で
は
、
ど
の
よ
う
な
方
法
で
行
政
官
僚
制
は
局
長
以
上
の
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
幹
部
候
補
を
自
ら
選
抜
し
、
自
律
件
を
保
持
L
て
 
 

い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
、
現
行
の
人
事
制
度
が
、
伊
藤
教
授
の
指
摘
す
る
、
官
僚
制
外
部
と
の
関
係
に
お
け
る
自
律
性
の
み
な
ら
 
 

ず
、
官
僚
制
内
部
の
選
抜
方
法
に
お
い
て
直
接
に
人
事
の
自
律
性
に
役
立
つ
何
ら
か
の
仕
組
み
を
含
み
、
そ
れ
が
関
係
者
に
と
っ
て
上
 
 

手
く
機
能
し
て
い
る
な
ら
ば
、
現
行
の
人
事
制
度
を
維
持
し
よ
う
と
い
う
抵
抗
が
強
く
な
っ
て
も
不
思
議
は
な
い
。
こ
う
し
た
問
題
意
 
 

識
か
ら
キ
ャ
リ
ア
の
人
事
制
度
を
見
直
し
て
み
よ
う
と
い
う
の
が
本
稿
の
趣
旨
で
あ
る
。
 
 
 

論
述
の
順
序
と
し
て
は
、
ま
ず
、
第
〓
即
と
し
て
、
先
行
研
究
を
参
考
に
キ
ャ
リ
ア
の
定
義
や
人
事
の
基
本
形
態
を
簡
単
に
説
明
し
 
 

お
く
の
が
便
利
で
あ
ろ
う
。
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次
に
、
キ
ャ
リ
ア
の
人
事
制
度
に
お
け
る
選
抜
方
法
を
考
え
る
。
そ
も
そ
も
、
一
定
の
試
験
に
合
格
し
た
不
特
定
の
者
か
ら
な
る
行
 
 

政
官
僚
制
が
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
幹
部
候
補
を
自
ら
選
抜
す
る
に
は
、
組
織
内
で
意
見
集
約
を
行
う
何
か
し
ら
の
仕
組
み
が
必
要
で
あ
る
っ
 
 

フ
ォ
ー
マ
ル
な
制
度
と
L
て
、
多
く
の
中
央
省
庁
で
「
事
務
次
官
－
官
房
長
－
人
事
担
当
課
長
」
 
の
ラ
イ
ン
で
人
事
の
最
終
決
定
が
な
 
 

さ
れ
て
い
る
に
せ
よ
、
そ
う
し
た
ラ
イ
ン
自
体
の
選
抜
に
は
、
官
僚
の
間
で
二
疋
程
度
信
栴
が
置
か
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
 
 

た
、
そ
の
他
の
個
別
の
人
事
決
定
に
も
、
明
確
な
選
抜
基
準
が
存
在
す
る
か
、
そ
う
し
た
基
準
が
な
い
場
合
に
は
何
か
し
ら
の
合
意
形
 
 

成
が
は
か
ら
れ
な
け
れ
ば
、
職
月
の
不
満
が
た
ま
り
、
組
織
が
不
安
定
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
第
二
節
で
は
、
組
 
 

織
内
部
の
統
制
の
根
幹
と
な
っ
て
い
る
、
幹
部
候
補
で
あ
る
キ
ャ
リ
ア
の
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
関
係
と
、
合
意
形
成
を
可
能
に
し
て
い
 
 

る
評
価
方
法
を
取
り
上
げ
る
。
 
 

一
方
、
行
政
官
僚
制
は
、
官
僚
制
外
部
の
政
治
家
・
政
党
と
関
わ
り
な
が
ら
存
続
し
て
い
る
。
西
尾
教
授
の
い
う
よ
う
に
、
も
し
、
 
 

官
僚
制
が
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
幹
部
候
補
を
選
抜
し
て
そ
の
後
に
政
治
の
決
定
に
選
択
を
委
ね
て
い
る
と
す
れ
ば
、
官
僚
制
内
部
に
お
い
 
 

て
幹
部
候
補
を
自
ら
選
ぶ
過
程
で
は
、
政
治
権
力
の
関
与
が
排
除
さ
れ
て
い
る
必
要
が
あ
る
。
第
三
節
で
は
、
そ
の
た
め
の
什
組
み
に
 
 

つ
い
て
、
選
抜
過
程
を
改
め
て
た
ど
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
た
、
組
織
構
造
改
変
の
仕
方
と
具
体
的
な
人
事
の
行
い
方
を
見
る
こ
と
に
 
 

よ
っ
て
考
え
る
。
 
 
 

キ
ャ
リ
ア
の
人
事
制
度
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
大
蔵
省
を
扱
っ
た
も
の
を
中
心
に
数
多
く
の
著
作
が
あ
る
が
、
厚
生
省
や
外
務
省
に
 
 

3
 
1
 

関
す
る
回
想
録
も
近
年
新
た
に
出
版
さ
れ
て
い
る
 

加
え
る
こ
と
で
研
究
の
層
を
厚
く
す
る
意
味
も
あ
る
。
 
 

四
一
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キ
ャ
リ
ア
と
は
、
国
家
公
務
月
試
験
の
か
つ
て
の
上
級
甲
種
試
験
ま
た
は
現
在
の
採
用
Ⅰ
種
試
験
に
合
格
し
て
本
省
け
に
採
用
さ
れ
 
 

た
者
を
い
い
、
そ
の
他
の
職
員
を
ノ
ン
キ
ャ
リ
ア
と
い
ヤ
す
な
わ
ち
、
採
用
Ⅰ
種
の
合
格
者
で
あ
っ
て
も
本
省
庁
以
外
の
各
局
ま
た
 
 

は
各
地
方
出
先
機
関
等
に
採
用
さ
れ
た
者
、
採
用
Ⅲ
種
試
験
（
高
卒
程
度
）
・
採
用
H
種
試
験
（
大
卒
程
度
）
等
そ
の
他
の
試
験
に
よ
っ
 
 

て
採
用
さ
れ
た
者
、
選
考
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
た
老
は
ノ
ン
キ
ャ
リ
ア
と
な
か
。
ま
た
、
キ
ャ
リ
ア
、
ノ
ン
キ
ャ
リ
ア
を
そ
れ
ぞ
れ
「
キ
 
 

、√
hV
 ′
一」
  

ヤ
リ
ア
組
」
、
「
ノ
ン
キ
ャ
リ
ア
組
」
と
呼
ぶ
場
合
も
あ
る
。
な
お
、
キ
ャ
リ
ア
と
ノ
、
ノ
キ
ャ
リ
ア
と
い
っ
た
呼
称
は
通
常
、
そ
れ
ぞ
れ
 
 

国
家
公
務
員
に
対
し
て
用
い
ら
れ
る
が
、
警
察
行
政
に
お
い
て
キ
ャ
リ
ア
が
都
道
府
県
警
察
で
活
動
す
る
場
合
、
キ
ャ
リ
ア
以
外
の
地
 
 

方
公
務
員
も
ノ
ン
キ
ャ
リ
ア
と
称
す
る
こ
と
が
あ
か
。
 
 
 

二
〇
〇
五
年
度
末
の
団
家
公
務
員
定
員
は
、
六
一
万
垂
ニ
0
0
人
で
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
キ
ャ
リ
ア
と
い
わ
れ
る
職
員
は
■
一
万
人
程
 
 

拍
 
 

度
と
考
、
ろ
ら
れ
る
り
省
庁
別
キ
ャ
リ
ア
の
採
用
人
数
は
、
一
C
人
か
ら
三
〇
人
、
代
表
的
な
官
庁
で
l
一
〇
人
程
度
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
 
 

二
〇
〇
一
年
一
月
の
中
央
省
庁
再
編
後
は
、
例
え
ば
建
設
省
、
運
輸
省
、
国
土
庁
、
北
海
道
開
発
庁
が
合
併
し
て
で
き
た
国
土
交
通
省
 
 

（
却
 
 

で
二
〇
〇
一
年
度
に
キ
ャ
リ
ア
を
九
八
人
も
採
用
し
て
い
る
。
 
 
 

通
常
、
キ
ャ
リ
ア
は
、
採
用
か
ら
天
下
り
の
斡
旋
ま
で
生
涯
に
わ
た
っ
て
各
省
庁
の
官
房
人
事
部
局
で
人
事
管
理
が
行
わ
れ
る
。
入
 
 

省
年
次
同
期
で
あ
る
キ
ャ
リ
ア
は
、
ほ
と
ん
ど
の
者
が
入
省
後
約
二
〇
年
、
川
C
歳
程
度
で
本
省
課
長
に
な
る
ま
で
は
同
時
に
昇
格
す
 
 

る
り
 
し
か
し
そ
れ
以
降
は
、
同
時
大
量
の
定
期
的
な
人
事
異
動
が
行
わ
れ
る
度
に
 
「
椅
子
取
り
ゲ
ー
ム
」
 
と
呼
ば
れ
よ
う
に
、
徐
々
に
 
 

同
期
の
者
が
出
身
省
庁
を
触
れ
、
残
っ
た
者
の
間
で
さ
ら
に
高
位
の
職
へ
の
昇
格
が
行
わ
れ
て
い
く
し
 
最
終
的
に
は
、
入
省
後
三
五
年
 
 

程
度
、
五
〇
歳
台
後
半
で
同
期
か
ら
事
務
次
官
と
な
る
者
が
出
る
と
、
そ
の
一
人
を
残
し
て
他
の
者
は
一
斉
に
退
職
す
る
こ
と
に
な
っ
 
 
 

1 

一
キ
ャ
リ
ア
人
事
の
基
本
形
態
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（
2
2
」
 
 

て
い
る
。
 
 

郁 

鱒  

（
2
3
 
 
 

従
っ
て
、
同
期
が
省
庁
内
で
明
ら
か
に
上
司
と
部
下
の
関
係
に
な
っ
た
場
合
は
、
例
外
的
な
人
事
と
し
て
新
開
沙
汰
と
な
生
ま
た
、
 
 

予
2
4
）
 
 

官
僚
の
間
で
は
「
事
務
次
官
は
同
期
入
省
者
か
ら
原
則
一
人
し
か
出
さ
な
い
」
 
の
が
ル
ー
ル
と
し
て
認
識
さ
れ
、
実
際
に
も
同
期
か
ら
 
 

〔
2
5
ノ
 
 

二
人
の
事
務
次
官
を
輩
出
す
る
こ
と
は
ま
れ
で
あ
る
。
こ
う
し
た
キ
ャ
リ
ア
の
事
務
次
官
を
目
指
し
た
昇
進
競
争
は
、
「
次
官
レ
ー
ス
」
 
 

と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
 
 
 

た
だ
し
、
事
務
次
官
の
在
任
期
間
は
一
年
を
超
え
る
こ
と
も
あ
る
た
め
、
入
省
年
次
に
よ
っ
て
は
次
官
が
出
な
い
場
合
も
あ
る
。
し
 
 

か
し
、
そ
の
次
の
次
官
は
、
通
常
入
省
年
次
が
後
で
あ
る
、
後
輩
」
か
ら
選
ば
れ
る
。
次
官
に
限
ら
ず
、
入
省
年
次
の
逆
転
す
る
人
事
、
 
 

（
2
6
）
 
す
な
わ
ち
、
入
省
し
た
年
次
が
先
で
あ
る
「
先
輩
」
よ
り
も
後
輩
が
高
い
地
位
に
就
く
こ
と
は
ま
れ
で
あ
み
。
 
 
 

な
お
、
出
身
省
庁
の
人
事
に
よ
っ
て
そ
の
官
庁
を
離
れ
た
者
に
は
、
そ
の
者
の
最
終
の
職
に
応
じ
て
天
下
り
先
が
準
備
さ
れ
る
。
天
 
 

下
り
先
と
し
て
は
、
特
殊
法
人
・
公
益
法
人
と
い
っ
た
外
郭
団
体
、
民
間
企
業
、
地
方
自
治
体
の
職
が
斡
旋
さ
れ
る
。
ま
た
、
代
表
的
 
 

な
省
庁
で
は
、
一
時
的
な
出
向
と
い
う
よ
り
「
片
道
切
符
」
で
出
身
省
庁
か
ら
比
較
的
新
し
く
で
き
た
他
省
け
に
転
じ
る
こ
と
も
あ
る
り
 
 

批
判
が
絶
え
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
天
下
り
が
な
く
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
よ
う
に
天
下
り
が
本
省
庁
の
人
事
と
連
動
し
て
い
る
か
 
 

．
 
 

ら
て
あ
る
。
 
 
 

こ
れ
に
対
し
て
、
ノ
ン
キ
ャ
リ
ア
の
場
合
は
、
三
〇
歳
台
前
半
の
係
長
ま
で
は
同
時
に
昇
格
し
、
そ
の
後
、
二
疋
割
合
が
課
長
補
佐
 
 

級
に
な
り
、
さ
ら
に
少
数
の
老
が
課
長
級
ま
で
昇
格
す
る
。
な
か
に
は
さ
ら
に
昇
格
を
続
け
、
ノ
ン
キ
ャ
リ
ア
で
あ
り
な
が
ら
局
長
に
 
 

ま
で
な
っ
た
者
も
ご
く
ま
れ
に
い
る
。
け
れ
ど
も
、
キ
ャ
リ
ア
と
は
異
な
り
、
よ
り
高
い
地
位
へ
と
昇
格
で
き
な
か
っ
た
ノ
ン
キ
ャ
リ
 
 

い
 
 

ア
は
、
原
則
出
身
省
庁
を
離
れ
る
こ
と
な
〈
定
年
ま
で
勤
め
る
。
た
だ
し
、
課
長
補
佐
級
以
下
の
ノ
ン
キ
ャ
リ
ア
に
つ
い
て
は
、
中
央
 
 

省
庁
と
関
連
の
あ
る
営
利
企
業
に
再
就
職
し
た
者
も
ノ
ン
キ
ャ
リ
ア
の
退
職
総
数
の
二
％
強
と
僅
か
で
は
あ
る
が
存
在
し
て
い
る
と
の
 
 

‥
ト
 
指
摘
が
あ
る
。
 
 

四
三
 
 
 



岡 法（55  2）292  

四
四
 
 

ノ
ン
キ
ャ
リ
ア
と
比
較
し
た
キ
ャ
リ
ア
人
事
の
特
徴
は
、
ま
ず
第
一
に
、
昇
格
可
能
な
地
位
が
高
い
こ
と
で
あ
る
。
ノ
ン
キ
ャ
リ
ア
 
 

の
昇
格
は
本
省
課
長
補
佐
級
ま
で
が
せ
い
ぜ
い
と
い
わ
れ
、
本
省
課
長
こ
室
長
級
以
上
に
上
り
詰
め
る
者
は
、
ノ
ン
キ
ャ
リ
ア
の
一
割
 
 

「
黒
）
 
に
も
満
た
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
キ
ャ
リ
ア
で
あ
れ
ば
、
本
省
課
長
に
就
〈
の
が
通
例
で
あ
り
、
多
く
の
省
庁
で
頂
点
の
職
 
 

と
さ
れ
る
事
務
次
官
に
ま
で
昇
格
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
 
 
 

第
二
の
特
徴
は
、
昇
格
の
速
度
が
迷
い
こ
と
で
あ
る
ゥ
 
ノ
ン
キ
ャ
リ
ア
の
昇
格
速
度
が
「
在
来
線
」
や
「
鈍
行
列
車
」
に
例
え
ら
れ
 
 

る
の
に
対
し
て
、
キ
ャ
リ
ア
の
昇
格
速
度
は
「
新
幹
線
」
や
「
特
急
列
車
」
と
呼
ば
れ
る
。
ノ
ン
キ
ャ
リ
ア
は
、
採
用
Ⅲ
種
試
験
で
採
 
 

用
さ
れ
た
者
は
行
政
職
俸
給
表
 
（
一
）
 
の
 
「
職
務
の
級
」
が
一
級
の
係
員
、
採
用
H
種
試
験
で
採
用
さ
れ
た
者
は
「
職
務
の
級
」
が
二
 
 

級
の
係
員
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
入
省
す
る
二
ハ
○
歳
の
定
年
ま
で
四
〇
年
程
度
勤
め
、
本
省
課
長
補
佐
級
ま
で
、
す
な
わ
ち
、
「
職
務
の
級
」
 
 

七
級
も
し
く
は
八
級
ま
で
順
当
に
昇
格
し
た
と
す
る
と
、
平
均
六
年
か
ら
八
年
に
一
度
程
度
昇
格
す
る
計
算
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
 
 

キ
ャ
リ
ア
は
、
通
常
、
「
職
務
の
級
」
が
三
級
の
主
任
・
係
員
と
し
て
入
省
す
る
。
そ
し
て
、
本
省
課
長
級
、
す
な
わ
ち
、
「
職
務
の
級
」
 
 

一
〇
級
に
な
る
の
に
入
省
後
二
〇
年
程
度
か
か
り
、
こ
こ
ま
で
、
平
均
三
年
に
一
度
程
度
昇
格
す
る
こ
と
に
な
る
。
概
算
で
は
あ
る
が
、
 
 

キ
ャ
リ
ア
は
ノ
ン
キ
ャ
リ
ア
の
二
倍
以
上
の
速
度
で
昇
格
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
 
 
 

第
三
の
特
徴
は
、
配
置
転
換
が
頻
繁
に
、
か
つ
、
局
を
越
え
て
行
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
配
置
転
換
の
頻
度
に
つ
い
て
は
、
「
ノ
ン
キ
 
 

ャ
リ
ア
の
人
々
ほ
少
な
く
と
も
四
～
五
年
、
と
き
に
は
一
〇
～
一
五
年
も
同
じ
地
位
に
い
る
」
 
の
に
対
し
て
、
キ
ャ
リ
ア
は
、
通
常
二
 
 

年
か
ら
三
年
、
極
端
な
場
合
は
一
年
ほ
ど
で
職
位
を
香
え
る
「
渡
り
鳥
」
と
い
わ
れ
て
い
か
。
 
 
 

ま
た
、
配
置
転
換
の
対
象
部
局
の
広
さ
に
つ
い
て
は
、
キ
ャ
リ
ア
と
異
な
っ
て
ノ
ン
キ
ャ
リ
ア
の
人
事
が
本
省
庁
の
課
長
補
佐
よ
り
 
 

（
封
）
 
 

下
位
の
役
職
ま
で
は
各
局
総
務
課
で
行
わ
れ
る
た
め
か
、
政
策
形
成
に
携
わ
る
ノ
ン
キ
ャ
リ
ア
は
、
局
を
越
え
た
異
動
を
そ
れ
ほ
ど
経
 
 

（
3
5
）
 
 

験
せ
ず
、
〓
疋
の
職
種
に
長
く
携
わ
り
、
高
い
専
門
性
を
身
に
つ
け
る
も
の
と
考
、
ろ
ら
れ
る
。
 
 
 

例
え
ば
、
キ
ャ
リ
ア
で
あ
る
岡
光
序
治
氏
は
、
厚
生
省
に
入
省
し
た
当
時
、
社
会
施
設
関
係
・
国
立
治
療
院
・
社
会
保
険
と
い
っ
た
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分
野
で
、
ノ
ン
キ
ャ
リ
ア
の
「
か
つ
て
の
日
本
軍
で
い
え
ば
『
鬼
軍
曹
』
の
よ
う
な
叩
き
上
げ
の
タ
イ
プ
の
ひ
と
た
ち
」
が
お
り
、
「
初
 
 

年
兵
」
の
同
氏
に
「
文
書
起
案
の
仕
方
か
ら
国
会
答
弁
の
書
き
方
、
大
蔵
省
と
の
折
衝
の
仕
方
な
ど
を
手
取
り
足
取
り
敢
え
て
く
れ
た
」
 
 

「
 
3
6
 
 

と
回
想
し
て
い
脊
ま
た
、
大
蔵
省
主
計
局
に
は
、
同
じ
職
位
に
長
く
在
職
し
、
担
当
分
野
に
精
通
し
た
「
ベ
テ
ラ
ン
」
と
呼
ば
れ
る
 
 

ノ
ン
キ
ャ
リ
ア
が
い
る
。
彼
ら
は
「
本
省
で
の
予
算
づ
く
り
に
生
き
が
い
と
誇
り
を
も
ち
、
二
十
年
、
二
十
年
と
た
だ
ひ
と
す
じ
に
生
 
 

り
3
7
一
 
 

き
ぬ
い
て
き
た
人
た
ち
」
で
あ
り
、
「
ベ
テ
ラ
ン
な
し
に
は
法
案
も
予
算
も
つ
く
れ
な
い
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
か
つ
て
の
農
 
 

林
省
で
も
、
「
0
0
の
神
様
」
「
0
0
天
皇
」
と
称
せ
ら
れ
た
そ
の
道
二
〇
年
か
ら
三
〇
年
の
経
験
を
持
つ
ベ
テ
ラ
ン
技
術
系
課
長
補
佐
 
 

「
劇
ノ
 
 

が
存
在
し
た
。
な
お
、
外
務
省
の
場
合
は
通
常
、
キ
ャ
リ
ア
が
二
年
ほ
ど
、
ノ
ン
キ
ャ
リ
ア
が
三
年
ほ
ど
で
本
省
と
在
外
公
館
を
渡
り
 
 

歩
く
の
で
、
ノ
ン
キ
ャ
リ
ア
も
長
く
同
じ
職
位
に
留
ま
っ
て
い
る
と
は
考
、
え
ら
れ
な
い
が
、
勤
務
地
を
替
え
な
が
ら
も
、
専
門
職
職
員
 
 

と
い
わ
れ
る
特
定
地
域
の
語
学
研
修
を
受
け
た
者
が
あ
る
地
域
の
専
門
性
を
高
め
た
り
、
採
用
H
種
試
験
も
し
く
は
採
用
m
種
試
験
で
 
 

h
 
 

「
 
 

採
用
さ
れ
た
職
員
が
会
計
等
の
特
定
分
野
の
専
門
家
と
し
て
同
じ
分
野
で
勤
務
し
た
り
し
て
い
る
。
 
 
 

こ
れ
に
対
し
て
、
キ
ャ
リ
ア
に
つ
い
て
は
、
大
蔵
省
や
通
産
省
の
事
務
次
官
と
な
っ
た
者
が
ど
の
よ
う
な
経
歴
を
た
ど
っ
た
か
は
す
 
 

で
に
提
示
さ
れ
て
い
る
が
、
厚
生
省
の
事
務
次
官
経
験
者
の
経
歴
を
例
示
す
る
と
、
（
表
2
）
、
（
表
3
〉
 
の
よ
う
に
な
る
。
官
僚
の
ト
ッ
 
 

プ
と
い
わ
れ
る
内
閣
官
房
副
長
官
を
長
く
務
め
た
古
川
貞
二
郎
氏
の
場
合
は
、
一
九
六
〇
年
一
月
に
厚
生
省
に
入
省
し
て
か
ら
九
四
年
 
 

九
月
に
事
務
次
官
を
退
官
す
る
ま
で
の
約
三
五
年
間
に
、
改
組
・
兼
務
も
含
め
て
二
五
回
の
人
事
異
動
を
経
験
し
、
そ
の
う
ち
厚
生
省
 
 

内
で
は
、
年
金
局
、
児
童
家
庭
局
、
公
苫
部
、
保
険
局
、
社
会
保
険
庁
、
医
務
局
、
大
臣
官
房
と
六
局
一
部
を
経
て
、
そ
の
間
他
省
庁
 
 

で
あ
る
警
察
庁
、
内
閣
、
環
境
庁
に
も
出
向
し
て
い
る
。
ま
た
、
同
じ
く
厚
生
省
の
事
務
次
官
と
な
っ
た
岡
光
氏
は
、
六
三
年
に
厚
生
 
 

省
に
入
省
し
て
か
ら
九
六
年
に
事
務
次
官
を
退
官
す
る
ま
で
の
約
三
川
年
間
に
、
l
一
五
回
の
人
事
異
動
を
経
験
し
、
社
会
局
、
保
険
局
、
 
 

医
務
局
、
大
臣
官
房
、
社
会
保
険
庁
、
薬
務
局
、
生
活
衛
生
局
、
老
人
保
健
福
祉
部
と
七
局
一
部
を
経
て
、
栃
木
県
に
も
出
向
L
て
い
 
 

ぃ
 
 

る
。
こ
の
よ
う
に
キ
ャ
リ
ア
に
つ
い
て
は
、
携
わ
る
専
門
分
野
が
一
定
せ
ず
、
局
・
省
庁
・
地
方
自
治
体
を
跨
が
る
人
事
が
行
わ
れ
る
。
 
 

四
五
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く表2〉 古川貞二郎氏経歴  

1934年9月生まれ  

1958年3月 九州大学法学部卒業  

1958年3月 長崎県総務部勤務  

1960年1月 厚生省入省 年金局国民年金課   

2～3月  福祉年金課  

1962年  年金局年金課（改組）  

1965年1月 児童家庭局企画課法令係長  

1966年3月 警察庁保安局保安課課長補佐  

1966年8月 北海道警察本部防犯少年課長  

1968年3月 公害部公害課課長補佐  

保険局国民健康保険課課長補佐  

1970年8月 内閣公害対策本部課長補佐  

1971年7月 環境庁企画調整局公害保健課課長補佐  

損害賠償補償制度準備室総括補佐  

1974年8月 内閣参事官  

1977年8月 社会保険庁業務課長  

1978年6月 医務局管≡哩課長  

1979年  保険局国民健康保険課長  

1980年5月 老人保健制度対策本部事務局長兼務  

保険局企画課長  

1982年8月 医務局総務課長  

1984年8月 大臣官房総務課長  

1985年8月 大臣官房審議官  

1986年6月 内閣官房首席内閣参事官  

1989年6月 児童家庭局長  

1990年6月 官房長  

1992年7月 保険局長  

1993年6月 事務次官  

1994年9月 厚生省退官、同省顧問  

1995年2月 内閣官房副長官  

2003年9月 内閣官房副長官退任   

出典：古川二00五、巻末l略歴」を本文で補足して作成。   
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く表3〉 岡光序治民権歴  

1939年生まれ  

東京大学法学部卒  

1963年  

1965年  

1967年  

1969年  

1970年  

1971年  

厚生省入省 社会局保護課  

保険局国民健康保険課  

係長昇進  

保険局企画課  

医務局総務課  
大臣官房総務課課長補佐  

栃木県衛生民生部児童家庭課長  

衛生民生部社会課長  

企画部開発計画課長  

総務部財政課長  

社会保険庁総務課  

大臣官房広報室長  

会計課課長補佐  

社会保険庁船員保険課反  

社会局施設課良  

薬務局経済課長  
生清衡生局企画課艮  

保険局企画課長  

大臣官房捻務課長  

保険局審議官  

老人保健福祉部長  

薬務局長（本人1993年）  

官房長  

保険局長  

事務次官  

退官  

1975年4月  

1975年7～8月  

1976年夏  

1977年7月  

1981年  

1983年  

1986年  

1992年7月  

1993年6月  

1994年9月  

1996年7月  

1996年11月  
四  

七 出典‥岡光二00二より作成。秦（編）二00一、550554頁にて一部補正。   
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吊  

四
八
 
 

こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
こ
う
し
た
キ
ャ
リ
ア
と
ノ
ン
キ
ャ
リ
ア
の
格
差
の
あ
る
処
遇
が
、
法
令
に
定
め
ら
れ
た
原
則
に
基
づ
か
 
 

ノ
 
 

．
犯
 
ず
、
む
し
ろ
例
外
視
走
の
運
用
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
国
家
公
務
員
法
で
昇
任
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
「
職
員
の
昇
任
 
 

は
、
そ
の
官
職
よ
り
下
位
の
官
職
の
在
職
者
の
間
に
お
け
る
競
争
試
験
に
よ
る
も
の
と
す
る
」
（
第
三
七
条
第
一
項
、
原
文
の
揺
孤
省
略
。
）
 
 

と
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
競
争
試
験
を
行
う
昇
任
は
ご
く
一
部
の
分
野
に
限
ら
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
「
昇
任
す
べ
き
官
職
の
職
務
及
 
 

び
責
任
に
鑑
み
、
人
事
院
が
、
当
該
在
職
者
の
間
に
お
け
る
試
験
に
よ
る
こ
と
を
適
当
で
な
い
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
昇
任
は
、
 
 

当
該
在
職
者
の
従
前
の
勤
務
実
績
に
基
づ
く
選
考
に
よ
り
、
こ
れ
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
」
 
（
療
三
七
条
第
二
項
）
と
も
さ
れ
て
い
る
の
 
 

で
、
キ
ャ
リ
ア
の
処
遇
は
法
令
に
は
反
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
キ
ャ
リ
ア
の
昇
格
が
ノ
ン
キ
ャ
リ
ア
の
昇
格
よ
り
も
格
段
に
早
い
の
 
 

は
、
キ
ャ
リ
ア
に
は
、
人
事
院
規
則
九
－
八
 
（
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
）
 
第
二
〇
条
で
定
め
る
昇
格
の
た
め
の
 
「
必
要
経
験
 
 

年
数
又
は
必
要
在
級
年
数
」
を
「
勤
務
成
績
が
特
に
良
好
で
あ
る
職
員
」
 
に
対
し
て
最
高
八
割
に
ま
で
短
縮
で
き
る
制
度
を
適
用
し
て
 
 
 

い
る
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。
 
 
 

な
お
、
昇
格
湛
準
が
厳
密
に
は
法
令
に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
か
、
省
庁
に
よ
っ
て
キ
ャ
リ
ア
と
ノ
ン
キ
ャ
リ
ア
の
処
 
 

遇
や
意
識
に
違
い
が
生
じ
て
い
る
じ
 
労
働
省
に
技
官
と
し
て
四
年
間
勤
務
し
た
丙
村
健
氏
は
、
自
ら
省
内
に
い
た
限
り
で
は
、
同
省
で
 
 

〓
 
 

は
キ
ャ
リ
ア
と
ノ
ン
キ
ャ
リ
ア
の
斧
を
そ
れ
ほ
ど
意
識
し
て
い
な
か
っ
た
と
回
想
す
る
。
ま
た
、
同
氏
は
、
厚
生
省
と
労
働
省
が
合
併
 
 

し
て
厚
生
労
働
省
と
な
っ
た
後
、
両
省
の
仕
事
が
入
り
交
じ
る
大
臣
官
房
の
あ
る
課
で
働
く
労
働
省
系
の
ノ
ン
キ
ャ
リ
ア
職
員
の
発
言
 
 

を
紹
介
し
て
い
る
り
 
す
な
わ
ち
、
労
働
省
で
は
キ
ャ
リ
ア
と
ノ
ン
キ
ャ
リ
ア
を
そ
れ
ほ
ど
意
識
し
て
お
ら
ず
、
ノ
ン
キ
ャ
リ
ア
に
課
長
 
 

職
も
あ
て
が
わ
れ
て
お
り
、
仕
事
上
も
キ
ャ
リ
ア
と
比
較
的
対
等
に
つ
き
あ
っ
て
い
た
が
、
厚
生
省
の
ノ
ン
キ
ャ
リ
ア
は
、
キ
ャ
リ
ア
 
 

に
対
し
て
卑
属
な
態
度
を
取
り
、
キ
ャ
リ
ア
か
ら
要
求
さ
れ
る
無
理
と
思
わ
れ
る
仕
事
も
受
け
入
れ
、
さ
ら
に
厚
牛
省
の
キ
ャ
リ
ア
が
 
 

ノ
ン
キ
ャ
リ
ア
を
見
下
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
旨
の
発
言
を
同
氏
は
伝
、
え
、
古
巣
で
あ
る
労
働
省
と
、
キ
ャ
リ
ア
と
ノ
ン
キ
ャ
 
 

昭
し
 
リ
ア
の
処
遇
や
意
識
に
開
き
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
厚
生
省
と
の
違
い
を
述
べ
て
い
る
。
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〓
 
同
期
と
先
輩
・
後
輩
関
係
 
 
 

キ
ャ
リ
ア
は
、
入
省
後
に
強
い
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
関
係
に
取
り
込
ま
れ
る
。
そ
の
一
つ
が
、
各
省
庁
に
同
じ
年
に
入
省
し
た
同
期
 
 

と
い
う
療
の
関
係
で
あ
る
。
キ
ャ
リ
ア
の
入
省
年
次
同
期
が
代
表
的
な
官
庁
で
二
〇
人
前
後
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
が
、
こ
う
 
 

し
た
少
人
数
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
同
期
の
キ
ャ
リ
ア
は
、
フ
ェ
ー
ス
・
ツ
ー
・
フ
ェ
ー
ス
の
関
係
を
保
ち
、
強
い
同
期
意
識
を
持
つ
こ
 
 

へ
4
6
）
 
と
が
で
き
る
。
 
 
 

さ
ら
に
、
こ
の
同
期
意
識
は
意
図
的
に
も
強
化
さ
れ
る
。
大
蔵
省
で
は
、
毎
年
新
人
キ
ャ
リ
ア
に
は
、
入
省
後
間
も
な
く
「
大
蔵
官
 
 

（
車
）
 
 

僚
と
し
て
の
心
得
と
同
期
の
連
帯
感
を
養
う
た
め
」
に
合
宿
研
修
が
組
ま
れ
る
。
ま
た
、
省
庁
に
よ
っ
て
は
、
キ
ャ
リ
ア
の
同
期
で
会
 
 

合
を
関
ら
く
と
こ
ろ
も
あ
る
と
聞
く
。
 
 
 

こ
の
よ
う
に
同
期
の
結
束
を
守
る
こ
と
は
、
同
期
全
体
の
実
質
的
な
利
益
に
も
つ
な
が
る
。
中
央
省
庁
に
限
ら
ず
、
一
般
企
業
に
お
 
 

小
 
 

い
て
も
、
同
期
は
、
部
局
を
越
え
て
広
が
る
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
グ
ル
ー
プ
と
し
て
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
し
て
機
能
す
る
。
ま
た
、
 
 

天
下
り
先
の
斡
旋
は
現
役
が
行
う
の
で
、
同
期
か
ら
事
務
次
官
が
出
な
い
と
そ
の
入
省
年
次
の
キ
ャ
リ
ア
全
点
が
不
利
に
な
る
と
い
わ
 
 

れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
が
、
過
度
の
競
争
に
走
ら
ず
、
同
期
か
ら
優
れ
た
者
を
次
官
に
輩
出
し
よ
う
と
す
る
動
機
に
も
な
っ
て
い
る
と
 
 

さ
れ
る
。
 
 
 

他
方
、
同
期
と
い
う
横
の
関
係
は
、
先
輩
・
後
輩
と
い
う
縦
の
関
係
と
密
接
に
連
関
す
る
。
一
般
に
、
同
期
意
識
か
、
強
い
組
織
で
 
 

あ
れ
ば
先
輩
・
後
輩
の
意
識
も
強
く
、
弱
い
組
織
で
あ
れ
ば
先
輩
・
後
輩
の
意
識
も
弱
い
。
逆
に
先
輩
・
後
輩
の
意
識
が
、
強
い
組
織
 
 

へ
㈹
）
 
で
あ
れ
ば
同
期
意
識
も
強
く
、
弱
い
組
級
で
あ
れ
ば
同
期
意
識
も
弱
い
と
考
え
ら
れ
る
。
同
じ
省
庁
の
初
対
面
の
キ
ャ
リ
ア
同
士
が
ま
 
 

四
九
 
 
 

二
 
官
僚
制
内
部
の
統
制
と
合
意
形
成
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五
C
 
 
 

」  

ず
気
に
か
け
る
の
は
、
自
ら
の
入
省
年
次
が
利
手
よ
り
授
か
先
か
で
あ
る
。
ま
た
、
キ
ャ
リ
ア
同
士
で
は
、
先
輩
に
は
敬
語
を
使
い
、
 
 

後
輩
を
し
ば
し
ば
君
付
け
で
呼
ぶ
。
 
 
 

こ
う
し
た
先
輩
・
後
輩
関
係
は
、
中
央
省
庁
で
終
身
雇
用
制
を
原
則
と
し
た
入
口
探
用
が
採
ら
れ
た
上
、
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
地
 
 

位
の
上
下
で
入
省
年
次
の
逆
転
が
ほ
と
ん
ど
起
き
な
い
た
め
に
強
め
ら
れ
る
。
 
ま
た
、
こ
の
縦
の
関
係
は
、
中
央
省
け
で
事
実
上
同
じ
 
 

「
Ⅶ
ノ
 
大
学
の
出
身
者
が
多
い
た
め
に
、
大
学
時
代
の
も
の
が
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
再
生
産
さ
れ
、
一
層
強
く
な
る
と
も
い
わ
れ
て
い
み
。
 
 
 

さ
ら
に
、
実
務
に
お
い
て
も
、
先
輩
・
後
輩
関
係
を
強
化
す
る
仕
組
み
が
存
在
す
る
。
先
に
触
れ
た
よ
う
に
キ
ャ
リ
ア
と
い
え
ど
も
、
 
 

入
省
当
初
は
主
任
・
係
員
と
し
て
勤
務
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
例
え
ば
大
蔵
省
で
は
、
そ
う
し
た
新
人
キ
ャ
リ
ア
が
、
文
書
発
送
や
コ
 
 
 

ピ
ー
取
り
な
ど
で
省
内
の
廊
下
を
飛
び
歩
く
た
め
、
「
ロ
ー
カ
・
ト
ン
ビ
」
 
と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
下
積
み
の
仕
事
を
課
せ
ら
れ
る
。
ま
た
、
 
 

こ
う
し
た
新
人
教
育
で
は
、
必
ず
一
年
先
輩
の
大
蔵
官
僚
が
指
導
者
と
し
て
「
マ
ン
・
ツ
ー
・
マ
ン
」
で
す
べ
て
の
面
倒
を
み
て
、
一
 
 

年
が
過
ぎ
る
と
そ
う
し
た
教
育
を
受
け
た
者
が
立
場
を
変
え
て
、
先
輩
と
し
て
一
年
後
輩
の
指
導
に
当
た
か
り
 
こ
の
よ
う
に
し
て
上
下
 
 

関
係
の
連
鎖
が
作
り
出
さ
れ
て
い
く
。
 
 
 

二
う
し
た
仕
組
み
は
、
大
蔵
省
に
限
ら
ず
、
他
の
中
央
省
け
で
も
存
在
す
る
∩
あ
る
通
産
官
僚
経
験
者
は
、
キ
ャ
リ
ア
の
あ
り
方
を
 
 

中
世
ヨ
ー
ニ
∪
リ
バ
の
徒
弟
制
社
会
に
た
と
え
て
、
「
徒
弟
制
度
は
外
部
に
対
し
て
は
排
他
的
で
、
内
部
は
身
分
制
的
共
同
体
で
あ
り
、
何
 
 

年
か
雑
用
を
し
つ
つ
修
行
を
重
ね
れ
ば
、
い
わ
ば
暖
簾
分
け
を
し
て
も
ら
っ
て
、
親
方
に
出
世
で
き
る
。
上
級
職
官
僚
社
会
も
メ
ン
バ
 
 

ー
に
な
る
た
め
の
資
格
試
験
は
、
難
し
く
、
内
部
は
例
外
の
一
つ
も
な
い
年
功
序
列
別
に
基
づ
く
身
分
制
社
会
で
あ
り
、
】
定
期
間
、
 
 

下
積
み
で
努
力
す
れ
ば
、
暖
簾
分
け
の
よ
う
に
幹
部
へ
の
出
世
の
途
が
開
か
れ
て
い
る
。
（
中
略
）
先
輩
に
接
す
る
礼
儀
、
論
理
的
で
柚
 
 

・
？
 
 

象
的
を
三
‖
兼
任
い
、
地
味
な
服
装
、
中
庸
を
待
た
考
え
方
な
ど
霞
ヶ
関
ギ
ル
ド
の
規
範
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
、
必
ず
 
 

（
㍊
 
下
積
み
の
仕
事
を
経
験
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
先
輩
に
対
し
て
は
礼
節
を
尺
、
く
す
よ
う
求
め
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
 
 
 

こ
う
し
て
生
じ
た
強
い
先
輩
・
後
輩
関
係
は
、
先
輩
が
退
職
し
て
直
接
の
上
司
・
部
下
関
係
が
な
く
な
っ
た
後
も
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
 
 
 



299 キャリアの人事制度と官僚制の自律性  

な
関
係
と
し
て
そ
の
ま
ま
存
続
す
る
。
現
役
の
後
輩
は
、
退
職
し
た
先
輩
か
ら
の
申
し
出
が
あ
る
と
、
そ
れ
を
単
な
る
依
頼
と
し
て
で
 
 

は
な
く
、
指
示
・
命
令
と
し
て
受
け
取
る
こ
と
も
あ
る
。
中
央
省
庁
そ
の
も
の
の
事
例
で
は
な
い
が
、
企
業
に
天
下
っ
た
特
殊
法
人
の
 
 

O
B
が
後
輩
の
現
職
幹
部
に
工
事
分
割
の
便
宜
を
は
か
っ
て
も
ら
っ
た
と
し
て
、
先
輩
か
ら
の
申
し
出
が
「
官
製
談
合
」
事
件
に
ま
で
 
 

′
5
1
－
 
 

発
展
し
た
こ
と
は
記
憶
に
新
し
い
。
実
際
に
中
央
省
庁
で
も
、
厚
生
省
の
あ
る
キ
ャ
リ
ア
は
、
製
薬
会
社
に
天
下
っ
た
O
B
の
機
嫌
を
 
 

損
ね
て
、
当
時
の
官
房
長
に
言
い
付
け
ら
れ
た
た
め
に
、
同
省
で
は
数
少
な
い
経
済
に
秀
で
た
能
吏
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
左
遷
 
 

5
ノ
 
 

さ
れ
、
数
年
以
上
も
地
方
を
回
ら
さ
れ
た
と
い
う
り
 
 
 

こ
う
し
た
キ
ャ
リ
ア
の
先
輩
・
後
輩
関
係
に
加
え
て
、
ノ
ン
キ
ャ
リ
ア
に
対
す
る
キ
ャ
り
ア
の
比
例
的
な
昇
進
上
の
優
位
に
よ
っ
て
、
 
 

省
庁
内
の
統
制
が
守
ら
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
ウ
 
ノ
ン
キ
ャ
リ
ア
に
と
っ
て
キ
ャ
リ
ア
は
、
あ
る
時
点
で
は
自
分
よ
り
地
位
が
低
 
 

い
と
し
て
も
、
先
述
の
よ
う
に
昇
格
で
き
る
地
位
の
高
さ
と
速
度
が
異
な
る
た
め
、
将
来
自
分
の
上
司
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
 
 

あ
る
キ
ャ
リ
ア
が
直
接
の
上
司
で
ほ
な
く
と
も
、
キ
ャ
リ
ア
内
部
に
は
強
い
つ
な
が
り
が
あ
る
た
め
、
悪
い
印
象
を
与
え
な
い
に
越
し
 
 

た
こ
と
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
キ
ャ
リ
ア
内
部
に
は
、
先
輩
が
後
輩
を
従
え
る
関
係
が
あ
り
、
そ
の
キ
ャ
リ
ア
集
団
が
ノ
ン
キ
ャ
リ
 
 

ア
を
統
制
す
る
関
係
に
あ
る
っ
 
こ
う
し
た
キ
ャ
リ
ア
内
外
の
．
一
重
の
上
下
関
係
に
よ
っ
て
、
省
庁
全
体
と
し
て
の
意
思
統
一
が
容
易
に
 
 

な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

従
っ
て
、
省
庁
内
の
統
制
を
守
る
た
め
に
は
、
た
と
え
対
外
的
に
非
難
を
浴
び
よ
う
と
も
、
キ
ャ
リ
ア
と
ノ
ン
キ
ャ
リ
ア
の
処
遇
の
 
 

格
差
を
強
〈
表
現
す
る
必
要
が
生
じ
る
ら
一
九
九
〇
年
代
に
中
央
省
庁
で
起
き
た
一
連
の
官
僚
不
祥
事
に
つ
い
て
「
結
局
何
か
事
件
が
 
 

起
こ
れ
ば
ノ
ン
キ
ャ
リ
ア
か
ら
血
を
流
す
ウ
 
キ
ャ
リ
ア
の
犠
牲
は
最
低
限
に
留
め
、
ど
う
し
よ
う
も
な
く
な
っ
た
ら
若
手
か
ら
ス
ケ
ー
 
 

r
舗
」
 
 

プ
ゴ
ー
ト
を
出
す
」
と
い
う
処
分
の
仕
方
は
、
地
位
の
高
い
者
が
直
接
の
責
任
を
問
わ
れ
れ
ば
、
個
人
の
失
態
で
は
済
ま
さ
れ
ず
、
省
 
 

庁
全
体
に
対
し
て
疑
念
を
生
じ
か
ね
な
い
と
い
う
理
由
か
ら
だ
け
で
は
な
i
、
キ
ャ
リ
ア
に
よ
る
ノ
ン
キ
ャ
リ
ア
の
統
制
維
持
の
観
点
 
 

か
ら
も
想
定
さ
れ
る
対
応
で
あ
る
。
ま
た
、
キ
ャ
リ
ア
人
事
が
、
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
法
令
に
定
め
ら
れ
た
原
則
に
基
づ
か
ず
、
む
 
 

五
一
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評
価
と
人
数
 
 
 

そ
も
そ
も
、
各
省
庁
の
官
僚
制
が
安
定
的
に
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
幹
部
候
補
を
自
ら
選
ぶ
に
は
、
個
別
の
人
事
決
定
に
明
確
な
選
抜
基
 
 

準
が
存
在
す
る
か
、
そ
う
し
た
基
準
が
な
い
場
合
に
は
組
織
内
で
何
か
し
ら
の
合
意
形
成
が
必
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
先
に
述
べ
 
 

た
。
選
抜
基
準
の
存
在
に
つ
い
て
は
、
次
節
で
見
る
通
り
、
戦
前
か
ら
引
き
継
が
れ
て
い
る
も
の
が
現
在
ど
の
程
度
活
用
さ
れ
て
い
る
 
 

か
は
明
確
で
な
い
。
 
 
 

他
方
、
官
僚
制
内
部
で
人
事
に
関
し
て
合
意
を
形
成
す
る
こ
と
は
、
「
霞
が
関
で
は
、
自
分
の
十
の
力
を
十
二
と
錯
覚
す
る
く
ら
い
の
 
 

、
い
〕
 
 

自
信
が
な
い
と
や
っ
て
い
け
な
い
じ
一
方
で
、
同
程
度
の
他
人
の
力
量
は
八
く
ら
い
に
見
が
ち
」
 
と
の
こ
と
な
の
で
、
元
来
容
易
で
は
 
 

な
い
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
さ
ま
ぎ
ま
な
不
満
は
残
っ
て
も
二
疋
程
度
官
僚
各
々
に
納
得
が
得
ら
れ
る
評
価
が
な
さ
れ
て
い
な
け
れ
 
 

ば
、
キ
ャ
リ
ア
の
結
束
が
緩
み
か
ね
な
い
。
そ
れ
で
は
、
ど
の
よ
う
な
方
法
に
よ
っ
て
評
価
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
 
 
 

自
治
官
僚
で
あ
っ
た
加
藤
栄
一
氏
は
、
中
央
省
庁
で
は
一
評
判
」
 
に
よ
る
人
事
評
価
が
行
わ
れ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
官
僚
は
終
 
 

身
雇
用
で
一
つ
の
組
織
に
長
く
い
る
の
で
、
評
価
さ
れ
る
人
物
の
判
断
力
、
性
格
、
能
力
、
人
望
等
に
関
す
る
情
報
が
、
事
務
次
官
、
 
 

官
房
長
、
人
事
担
当
課
長
に
評
判
に
よ
っ
て
集
ま
り
、
そ
の
「
評
判
」
に
よ
る
人
物
評
価
は
、
た
と
え
さ
ま
ぎ
ま
な
人
か
ら
入
っ
て
き
 
 

（
甜
）
 
 

た
と
し
て
も
よ
く
一
致
す
る
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
同
氏
は
、
「
人
を
動
か
す
に
は
人
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
前
置
き
を
し
 
 

た
上
、
そ
の
対
象
人
物
の
顔
と
「
評
判
」
を
一
致
さ
せ
る
の
に
「
適
正
規
模
は
何
人
か
と
い
う
と
、
結
局
明
治
以
来
一
〇
〇
年
続
い
て
 
 

い
る
と
こ
ろ
の
各
省
単
位
で
、
一
つ
の
省
で
毎
年
一
〇
入
内
外
、
せ
い
ぜ
い
二
、
二
〇
人
を
採
用
し
て
そ
れ
が
数
十
年
に
わ
た
る
の
を
 
 

保
っ
て
い
く
、
そ
の
範
囲
だ
け
で
あ
る
。
そ
こ
に
キ
ャ
リ
ア
と
い
わ
れ
る
グ
ル
ー
プ
が
成
立
す
る
理
由
が
あ
る
」
と
、
人
事
評
価
を
通
 
 
 

五
二
 
 
 

し
ろ
例
外
規
定
の
運
用
に
よ
る
と
い
う
脆
弱
な
基
盤
の
も
と
に
成
り
立
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
逆
に
処
遇
の
格
差
が
強
く
表
現
さ
れ
な
 
 

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
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6
0
）
 
 

切
に
行
え
る
規
模
の
点
か
ら
キ
ャ
リ
ア
の
存
在
意
義
を
説
明
し
て
い
る
。
先
に
キ
ャ
リ
ア
人
事
の
特
徴
の
一
つ
に
局
・
省
庁
・
地
方
自
 
 

治
体
を
跨
る
異
動
を
挙
げ
た
が
、
人
物
の
適
性
を
見
極
め
て
広
範
囲
の
異
動
を
可
能
に
す
る
に
は
、
少
人
数
し
か
管
理
で
き
な
い
の
か
 
 

も
し
れ
な
い
。
 
 
 

外
務
省
で
事
務
次
官
を
務
め
た
村
田
良
平
氏
も
「
私
の
事
務
次
官
時
代
の
慣
行
で
は
、
大
便
の
人
事
に
つ
い
て
は
定
期
的
に
一
般
的
 
 

レ
ヴ
ュ
1
を
行
う
ほ
か
（
あ
る
年
次
入
省
の
特
定
省
月
を
そ
も
そ
も
特
命
全
権
大
便
に
起
用
す
る
こ
と
の
是
非
を
含
む
－
原
注
）
、
個
別
 
 

人
事
は
人
事
課
長
の
補
佐
を
受
け
つ
つ
官
房
長
が
立
案
し
、
次
官
と
官
房
長
と
の
協
議
に
よ
っ
て
事
務
レ
ベ
ル
と
し
て
の
方
針
を
決
め
 
 

て
い
た
。
候
補
者
に
よ
っ
て
は
前
次
官
、
前
々
次
官
等
の
人
物
評
価
を
聞
い
た
こ
と
も
あ
り
、
あ
る
い
は
か
つ
て
候
補
者
の
上
司
で
あ
 
 

っ
て
ひ
と
を
見
る
目
の
あ
る
先
輩
の
意
見
を
徹
し
た
こ
と
も
あ
る
」
と
、
実
際
の
個
別
人
事
を
「
評
判
」
に
よ
っ
て
行
っ
て
い
た
こ
と
 
 

′
6
 
 

を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
 
 
 

事
務
次
官
が
直
接
関
わ
る
の
は
、
大
便
や
局
長
以
上
と
い
っ
た
上
位
の
職
位
に
つ
い
て
の
人
事
だ
け
か
も
し
れ
な
い
が
、
外
務
省
で
 
 

は
、
一
般
の
事
務
官
人
事
で
も
卜
司
が
部
下
と
な
る
候
補
者
の
情
報
を
求
め
る
。
東
欧
課
長
、
在
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
・
タ
ジ
キ
ス
タ
ン
 
 

特
命
全
権
人
使
な
ど
を
務
め
た
河
東
哲
夫
氏
に
よ
れ
ば
、
外
務
省
で
は
勤
務
評
定
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
が
、
「
勤
務
評
定
の
情
報
は
人
事
 
 

課
止
ま
り
」
で
人
手
し
に
〈
い
。
「
そ
れ
に
、
勤
務
評
定
に
あ
ま
り
ひ
ど
い
こ
と
を
書
く
と
そ
の
人
の
将
来
に
傷
が
つ
く
か
ら
、
多
く
の
 
 

場
合
は
オ
ブ
ラ
ー
ト
を
か
け
て
あ
る
り
 
本
当
の
評
価
と
い
う
も
の
は
、
‖
コ
ミ
や
私
信
で
手
に
入
れ
る
し
か
な
い
」
。
そ
し
て
、
「
（
略
）
 
 

親
し
い
者
の
間
で
は
、
優
秀
な
若
手
や
問
題
人
物
に
つ
い
て
の
情
報
が
い
つ
も
交
わ
さ
れ
て
い
る
。
将
来
を
期
す
外
交
官
は
い
つ
も
使
 
 

え
そ
う
な
後
輩
を
探
し
て
い
て
、
た
ま
た
ま
決
裁
書
類
を
持
っ
て
き
た
若
手
に
切
れ
そ
う
な
老
が
い
た
り
す
れ
ば
、
そ
の
名
前
を
調
べ
 
 

る
。
そ
し
て
食
事
や
遊
び
に
誘
っ
て
能
力
だ
け
で
は
な
く
、
人
柄
を
確
か
め
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
で
き
た
評
佃
は
、
自
然
と
省
内
 
 

〔
6
2
）
 
 

の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
に
な
っ
て
い
く
」
 
（
傍
点
は
原
文
。
）
。
 
 
 

「
人
柄
」
を
含
め
て
「
口
コ
ミ
や
私
信
」
 
に
よ
っ
て
人
物
を
評
価
し
、
そ
う
し
た
評
価
が
省
内
で
「
コ
ン
セ
ン
サ
ス
し
と
な
っ
て
い
 
 

五
三
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五
凶
 
 
 

く
。
こ
れ
は
、
加
藤
氏
の
、
性
格
や
人
望
を
含
め
て
「
評
判
」
に
よ
っ
て
人
物
を
評
価
し
、
そ
う
し
た
「
評
判
」
 
が
よ
く
一
致
す
る
と
 
 

の
指
摘
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
中
央
省
庁
に
お
い
て
は
「
評
判
」
 
に
よ
る
評
価
に
よ
っ
て
人
事
に
関
し
て
省
庁
内
の
合
 
 

意
形
成
が
行
わ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
っ
 
 
 

そ
れ
で
は
、
こ
う
し
た
 
「
評
判
」
 
に
よ
る
人
事
評
価
は
、
本
当
に
評
価
方
法
と
し
て
有
効
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
人
事
評
価
は
省
庁
ご
 
 

と
に
行
わ
れ
て
い
る
の
で
一
概
に
は
い
え
ず
、
ま
た
、
個
別
人
事
に
つ
い
て
元
キ
ャ
リ
ア
官
僚
の
人
事
に
関
す
る
不
満
を
記
し
た
回
想
 
 

録
が
い
く
つ
か
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
早
々
に
結
論
は
出
し
に
く
い
。
た
だ
、
中
央
省
け
で
こ
の
評
価
方
法
が
特
に
強
制
さ
れ
る
で
 
 

も
な
く
、
用
い
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
信
頼
に
足
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
想
像
で
き
る
。
し
 
ま
た
、
例
え
ば
、
一
九
九
六
年
に
特
 
 

別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
を
巡
る
収
賄
容
疑
で
逮
捕
さ
れ
た
岡
光
氏
に
つ
い
て
も
、
次
節
で
詳
し
く
見
る
よ
う
に
、
同
年
厚
生
次
官
に
就
任
 
 

す
る
以
前
か
ら
よ
か
ら
ぬ
 
「
う
わ
さ
」
 
が
あ
り
、
あ
る
事
務
次
官
O
B
か
ら
同
氏
を
次
官
に
す
る
こ
と
に
否
定
的
な
声
も
上
が
っ
て
い
 
 
 

た
と
い
、
γ
り
 
こ
う
し
た
点
か
ら
い
え
ば
、
「
評
判
」
に
よ
る
人
事
評
佃
は
、
岡
光
氏
の
場
合
に
は
次
官
人
事
甲
最
終
判
断
に
は
生
か
さ
れ
 
 

な
か
っ
た
も
の
の
、
評
価
制
度
と
し
て
は
一
応
機
能
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
 
 
 

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
評
価
方
法
は
、
加
藤
氏
の
い
う
よ
う
に
一
省
庁
の
キ
ャ
リ
ア
の
人
数
が
同
期
で
一
〇
人
か
ら
二
、
三
〇
人
と
 
 

い
う
少
人
数
に
限
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
可
能
に
な
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
例
え
ば
、
採
刷
時
に
キ
ャ
リ
ア
の
人
数
を
大
幅
に
増
や
 
 

し
た
り
、
ノ
ン
キ
ャ
リ
ア
の
一
部
を
キ
ャ
リ
ア
と
同
様
の
幹
部
候
補
に
し
て
、
実
質
的
に
同
期
の
キ
ャ
リ
ア
を
増
員
し
た
り
す
れ
ば
、
 
 

人
事
評
価
の
方
法
に
何
か
し
ら
の
変
更
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
♪
∪
 
 
 

た
だ
、
キ
ャ
リ
ア
増
員
の
影
響
は
こ
れ
に
留
ま
ら
な
い
と
考
、
ろ
ら
れ
る
。
ま
ず
、
も
し
キ
ャ
リ
ア
の
人
数
を
増
や
す
と
、
こ
れ
ま
で
 
 

6
4
し
 
 

同
期
の
キ
ャ
リ
ア
の
ほ
ぼ
同
時
昇
格
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
課
長
職
が
不
足
す
る
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
行
政
改
革
が
叫
ば
れ
る
な
 
 

か
課
長
職
を
必
要
以
上
に
増
や
す
こ
と
は
容
易
で
な
い
。
 
仮
に
課
良
職
の
数
が
そ
の
ま
ま
で
キ
ャ
リ
ア
の
人
数
の
み
が
増
え
れ
ば
、
昇
 
 

格
し
て
課
長
補
佐
級
が
せ
い
ぜ
い
と
さ
れ
る
ノ
ン
キ
ャ
リ
ア
と
の
処
遇
の
格
差
が
付
け
づ
ら
く
な
り
、
先
に
述
べ
た
省
内
統
制
に
閲
し
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H
 
段
階
的
選
抜
 
 
 

キ
ャ
リ
ア
人
事
で
は
、
「
一
定
年
数
ま
で
は
同
期
採
用
同
時
昇
進
の
原
則
を
貫
き
、
昇
進
に
差
を
つ
け
る
時
期
、
選
抜
時
点
が
比
較
的
 
 

（
餌
一
 
 

週
い
」
、
い
わ
ゆ
る
「
遅
い
昇
進
シ
ス
テ
ム
」
が
採
ら
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
最
初
に
就
く
職
位
が
重
要
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
 
 

五
五
 
 
 

て
、
ノ
ン
キ
ャ
リ
ア
に
対
す
る
キ
ャ
リ
ア
の
統
制
力
が
弱
ま
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
 
 
 

ま
た
、
同
期
の
キ
ャ
リ
ア
が
ほ
ぼ
同
時
に
一
定
の
地
位
ま
で
昇
格
で
き
な
〈
な
る
こ
と
で
、
同
期
の
キ
ャ
リ
ア
同
士
の
昇
進
の
差
が
 
 

早
期
に
明
確
に
な
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
キ
ャ
リ
ア
内
部
の
結
束
が
緩
み
、
引
い
て
は
、
キ
ャ
リ
ア
の
な
か
に
は
政
治
家
と
結
び
つ
く
者
 
 

5
 

へ
6
‥
 
が
出
て
く
る
可
能
性
も
生
じ
る
。
外
務
事
務
次
官
を
務
め
た
村
田
氏
は
、
外
務
省
人
事
に
関
す
る
政
治
家
の
指
示
は
総
理
大
臣
、
外
務
 
 

人
臣
、
官
房
長
官
に
限
り
、
そ
れ
以
外
の
有
力
政
治
家
の
介
入
を
避
け
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
な
か
で
、
実
際
自
ら
が
次
官
に
就
 
 

任
し
て
い
た
二
年
二
カ
月
の
間
に
、
政
治
家
か
ら
大
臣
を
介
す
る
こ
と
な
く
直
接
受
け
た
、
人
事
に
関
す
る
申
し
入
れ
が
半
ダ
ー
ス
以
 
 

上
に
上
り
、
な
か
に
は
当
事
者
で
あ
る
大
便
自
身
が
自
己
の
人
事
に
つ
い
て
親
し
い
議
員
に
陳
情
し
た
と
思
わ
れ
る
も
の
も
あ
っ
た
こ
 
 

と
を
明
ら
か
に
し
て
い
か
っ
ま
た
、
こ
う
し
た
体
験
に
基
づ
い
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
同
氏
は
、
「
従
来
の
毎
年
二
十
名
前
後
採
 
 

川
さ
れ
て
き
た
キ
ャ
リ
ア
は
、
八
割
程
度
の
確
率
で
た
と
え
小
国
の
そ
れ
で
あ
ろ
う
と
特
命
全
権
大
便
の
職
に
つ
け
た
っ
 
（
中
略
）
六
十
 
 

名
前
後
の
入
省
老
が
、
厳
L
く
競
争
し
、
切
磋
琢
磨
の
結
果
お
の
ず
か
ら
優
れ
た
者
の
み
が
本
省
幹
部
や
大
便
候
補
と
し
て
残
る
と
い
 
 

う
こ
と
は
理
想
で
は
あ
る
が
、
私
は
か
か
る
推
定
は
幻
想
で
あ
る
こ
と
を
惧
れ
る
。
そ
れ
は
数
が
多
す
ぎ
る
と
、
上
司
、
最
悪
の
場
合
 
 

ほ
有
力
政
治
家
に
媚
び
る
よ
う
な
人
物
が
勝
ち
残
る
公
算
が
決
し
て
少
な
く
な
い
の
が
日
本
社
会
の
実
情
だ
か
ら
で
あ
る
」
と
、
仮
に
 
 

6
 

幹
部
候
補
の
人
数
を
増
や
す
と
、
自
ら
の
昇
進
の
た
め
に
政
治
家
と
結
び
つ
〈
者
が
出
て
く
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
危
惧
し
て
い
る
。
 
 

三
 
官
僚
制
外
部
か
ら
の
影
響
を
排
除
す
る
仕
組
み
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五
六
 
 
 

て
早
期
に
勝
敗
の
決
着
が
つ
い
て
い
る
と
い
う
説
も
あ
る
が
、
「
同
一
ラ
ン
ク
内
（
例
え
ば
、
重
要
ポ
ス
ト
の
補
任
と
閑
職
の
補
佐
－
原
 
 

注
）
な
ら
、
後
の
逆
転
も
あ
り
う
る
わ
け
で
、
決
着
が
つ
い
て
い
る
と
は
い
、
竺
ず
、
「
同
期
の
間
で
の
昇
進
の
差
が
で
る
ま
で
は
、
長
 
 

期
的
な
競
争
が
続
い
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
」
。
 
 
 

た
だ
、
最
初
に
就
く
職
位
が
重
要
で
あ
る
と
い
う
説
を
裏
付
け
る
記
述
も
あ
る
。
一
九
八
六
年
に
出
版
さ
れ
た
書
物
に
は
、
大
蔵
省
 
 

の
事
務
次
官
は
ど
の
よ
う
に
決
め
ら
れ
て
い
く
の
か
に
つ
い
て
大
蔵
省
O
B
 
（
あ
る
特
殊
法
人
の
金
融
機
関
幹
部
）
 
が
述
べ
た
概
略
と
 
 

し
て
 
「
キ
ャ
リ
ア
と
呼
ば
れ
る
高
級
官
僚
は
、
悪
く
て
も
本
省
の
課
長
ポ
ス
ト
ま
で
昇
れ
る
の
で
、
課
長
補
佐
時
代
は
ま
だ
誰
か
将
来
 
 

の
次
官
候
補
か
わ
か
ら
な
い
。
そ
の
後
は
、
い
わ
ゆ
る
〝
衆
目
の
一
致
″
 
で
選
ば
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
入
省
し
た
と
 
 

き
か
ら
、
あ
る
程
度
次
官
コ
ー
ス
と
い
う
も
の
が
敷
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
学
歴
優
秀
者
あ
る
い
は
上
級
職
公
務
員
試
験
の
ト
ッ
プ
 
 

組
は
、
入
省
し
た
と
き
か
ら
主
計
局
、
大
臣
官
房
と
い
っ
た
大
蔵
省
の
中
枢
部
門
を
歩
か
さ
れ
る
「
U
 
大
過
な
く
過
ご
せ
ば
、
彼
ら
は
局
 
 

長
ク
ラ
ス
ま
で
は
い
け
る
。
入
省
時
に
ど
の
部
署
に
就
け
ら
れ
る
か
、
大
筋
は
大
体
そ
こ
で
決
ま
る
と
い
っ
て
も
よ
い
」
 
と
記
さ
れ
て
 
 

ノ
 
 

．
 
 

い
る
。
一
方
、
六
五
年
に
大
蔵
省
に
入
省
し
た
と
き
の
成
績
が
下
か
ら
二
番
目
で
あ
っ
た
榊
原
英
資
氏
は
、
九
七
年
に
次
官
級
と
い
わ
 
 

れ
る
財
務
官
に
ま
で
昇
進
し
た
。
ま
た
、
九
〇
年
に
大
蔵
次
官
と
な
っ
た
小
粥
正
巳
氏
は
、
人
事
担
当
の
官
房
秘
書
課
長
時
代
に
「
人
 
 

学
の
〝
優
″
の
数
な
ど
全
然
問
題
に
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
よ
り
面
接
で
人
物
を
み
た
し
、
家
庭
の
健
全
度
も
参
考
に
し
た
。
入
省
後
は
 
 

学
歴
も
成
績
も
関
係
な
く
、
同
一
線
上
か
ら
の
ス
タ
ー
ト
で
仕
事
ぶ
り
が
選
考
の
対
象
」
と
語
っ
た
と
い
ヤ
 
 

3
 
 
 

爪
7
 

厚
生
省
で
一
九
九
三
年
に
東
大
卒
で
な
い
初
め
て
の
事
務
次
官
と
な
っ
た
古
川
氏
は
、
上
級
試
験
の
結
果
は
よ
く
、
人
事
院
の
行
っ
 
 

1
 
 

た
学
科
試
験
、
集
団
討
論
を
終
え
た
最
終
成
績
は
一
〇
番
で
あ
っ
た
と
い
う
。
公
務
員
試
験
の
成
績
優
秀
者
は
大
蔵
省
と
い
っ
た
他
省
 
 

庁
に
行
く
こ
と
が
多
い
と
考
え
る
と
、
同
氏
は
厚
生
省
に
上
位
の
成
績
で
入
省
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
り
他
方
、
古
川
氏
の
三
年
後
輩
 
 

で
九
六
年
に
厚
生
事
務
次
官
と
な
っ
た
岡
光
氏
は
、
公
務
員
試
験
の
成
績
は
振
る
わ
ず
、
人
学
の
就
職
斡
旋
事
務
局
で
は
郵
政
省
を
勧
 
 

め
ら
れ
、
訪
問
し
た
自
治
省
で
は
官
房
長
か
ら
「
う
ち
は
成
績
の
よ
く
な
い
の
は
採
用
し
ま
せ
ん
よ
」
と
い
わ
れ
て
尻
尾
を
巻
い
て
退
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散
し
、
最
終
的
に
は
、
大
学
の
一
年
上
級
で
前
年
に
厚
生
省
に
入
っ
た
多
田
宏
氏
が
「
来
い
よ
」
と
い
っ
て
く
れ
た
の
受
け
て
、
迷
っ
 
 

〔
7
5
一
 
 

た
未
入
省
し
た
と
い
、
γ
。
 
 
 

戦
前
に
つ
い
て
は
、
大
学
時
代
の
成
績
や
入
省
時
の
公
務
員
試
験
の
順
位
と
い
っ
た
基
準
が
、
時
代
や
省
庁
に
よ
っ
て
重
要
度
に
差
 
 

7 

（
7
ら
）
 
 

は
あ
る
も
の
の
、
入
省
後
の
出
世
に
も
一
定
程
度
影
響
を
与
え
て
い
た
と
す
る
分
析
が
す
で
に
あ
る
。
右
に
挙
げ
た
発
言
や
事
例
か
ら
、
 
 

入
省
時
の
そ
う
し
た
評
価
の
影
響
が
、
大
蔵
省
、
厚
生
省
と
も
時
代
を
経
る
に
従
っ
て
徐
々
に
減
少
し
て
き
た
と
仮
定
す
る
こ
と
は
可
 
 

能
で
あ
る
が
、
現
在
ど
の
程
度
引
き
続
い
て
加
味
さ
れ
て
い
る
の
か
は
定
か
で
な
い
。
 
 
 

た
だ
、
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
「
評
判
」
に
よ
る
評
価
方
法
が
採
ら
れ
て
い
る
の
で
、
大
学
時
代
の
成
績
や
公
務
員
試
験
の
順
位
の
 
 

み
で
将
来
の
地
位
が
確
定
す
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
キ
ャ
リ
ア
で
あ
っ
て
も
入
省
時
の
評
価
が
よ
く
 
 

な
い
者
の
士
気
が
衰
え
て
し
ま
う
の
で
人
事
管
理
上
得
策
で
は
な
く
、
ま
た
、
実
際
に
も
、
榊
原
氏
や
岡
光
氏
は
上
位
の
職
位
に
就
い
 
 

て
い
な
い
は
ず
で
あ
る
。
 
 
 

し
か
し
、
同
期
の
キ
ャ
リ
ア
の
な
か
で
誰
が
事
務
次
官
候
補
で
あ
る
か
は
比
較
的
早
く
、
場
合
に
よ
っ
て
は
課
長
職
に
就
く
以
前
か
 
 

ら
明
ら
か
に
な
る
と
考
、
え
ら
れ
る
っ
 
大
蔵
省
で
は
、
先
に
挙
げ
た
O
B
の
発
言
に
あ
る
よ
う
に
、
主
計
局
、
大
臣
官
房
と
い
っ
た
中
枢
 
 

部
門
を
渡
り
歩
い
た
者
は
、
有
力
な
次
官
候
補
で
あ
る
と
見
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
一
九
九
〇
年
代
に
起
き
た
東
京
協
和
・
安
全
信
 
 

組
事
件
で
元
信
用
組
合
理
事
長
か
ら
過
剰
接
待
を
受
け
た
と
さ
れ
、
そ
の
後
退
職
し
た
元
大
蔵
省
主
計
局
次
長
の
中
島
義
雄
氏
は
、
六
 
 

六
年
に
入
省
後
主
計
局
総
務
課
に
配
属
さ
れ
、
そ
の
後
も
主
に
主
計
局
と
官
房
を
中
心
に
異
動
し
、
入
省
〓
ハ
年
目
で
ま
だ
課
長
に
な
 
 

〈
 

ら
な
い
う
ち
に
将
来
の
次
官
候
補
と
見
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、
厚
生
省
の
岡
光
氏
も
「
課
長
に
な
る
前
後
か
ら
将
来
の
事
務
次
官
候
補
 
 

r
用
）
 
 

と
い
わ
れ
て
い
た
」
。
 
 
 

さ
ら
に
、
外
務
省
で
も
、
元
事
務
次
官
の
村
田
氏
は
、
「
他
の
日
本
の
各
組
織
で
も
同
様
で
あ
ろ
う
が
、
従
来
の
キ
ャ
リ
ア
制
度
の
下
 
 

で
、
入
省
後
約
十
五
な
い
し
二
十
年
経
っ
た
段
階
で
、
少
な
く
と
も
能
力
に
お
い
て
は
本
省
幹
部
要
月
 
（
な
い
し
将
来
の
重
要
人
便
ポ
 
 

五
七
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五
八
 
 
 

ス
ト
要
日
月
－
原
注
）
 
と
そ
う
で
な
い
も
の
は
、
上
司
と
部
下
の
双
方
か
ら
す
で
に
事
実
上
選
別
さ
れ
て
い
た
‥
り
 
も
と
よ
り
人
事
に
は
運
 
 

が
大
い
に
作
用
す
る
か
ら
、
か
く
選
別
さ
れ
た
人
が
必
ず
し
も
局
長
や
主
要
国
の
大
便
と
は
な
ら
な
か
っ
た
ケ
ー
ス
は
あ
っ
た
が
、
こ
 
 

り
 

．
 
 

れ
は
避
け
が
た
い
こ
と
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
記
述
か
ら
は
、
時
の
運
で
選
抜
し
た
通
り
の
人
事
が
実
現
し
な
い
こ
と
は
あ
 
 

る
が
、
局
長
級
以
卜
の
職
位
に
就
〈
者
に
つ
い
て
は
、
本
省
課
長
職
に
就
く
以
前
か
ら
将
来
の
見
通
し
が
ほ
ぼ
定
ま
っ
て
い
る
と
考
え
 
 

ら
れ
る
。
 
 
 

元
大
使
の
河
東
氏
も
、
「
僕
の
若
い
頃
は
年
功
序
列
が
厳
格
で
、
同
期
は
皆
ほ
ぼ
同
じ
タ
イ
ミ
ン
グ
で
昇
進
・
昇
給
し
て
い
っ
た
の
だ
 
 

が
、
ど
の
課
、
ど
の
大
使
館
に
行
く
か
で
、
省
内
で
の
評
価
は
お
の
ず
と
わ
か
る
。
表
面
上
の
平
等
性
の
下
で
、
実
は
大
変
な
競
争
が
 
 

行
わ
れ
て
い
た
」
と
述
べ
、
若
い
時
期
に
同
時
昇
格
を
し
て
い
る
間
に
も
実
は
個
々
の
官
僚
の
誹
佃
が
そ
の
職
位
に
よ
っ
て
わ
か
る
こ
 
 

と
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
同
氏
は
、
「
終
身
雇
用
の
組
織
は
、
わ
り
と
若
い
頃
か
ら
将
来
の
幹
部
候
補
を
見
定
め
て
、
『
帝
王
学
』
 
 

を
積
ま
せ
る
も
の
だ
（
 
か
と
言
っ
て
将
来
の
幹
部
を
あ
ら
か
じ
め
決
め
て
お
く
手
続
が
あ
る
わ
け
で
は
な
〈
、
優
秀
な
若
手
が
省
内
の
 
 

コ
ン
セ
ン
サ
ス
に
よ
っ
て
 
ー
 
と
・
三
＝
っ
て
も
何
人
か
の
幹
部
に
ひ
っ
ば
ら
れ
て
1
－
－
重
要
な
ポ
ス
ト
を
渡
り
歩
く
形
で
育
っ
て
い
く
」
 
 

（
傍
点
は
原
文
〔
）
と
、
幹
部
候
補
が
早
め
に
選
抜
さ
れ
、
重
安
な
職
位
を
経
て
い
く
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
か
∩
外
務
省
に
お
け
る
 
 

こ
う
し
た
幹
部
候
補
の
処
遇
は
、
大
蔵
省
の
小
島
氏
が
課
長
職
に
就
〈
前
か
ら
中
枢
部
門
を
渡
り
歩
き
、
周
岡
か
ら
事
務
次
官
候
補
と
 
 

見
ら
れ
て
い
た
の
と
似
通
っ
て
い
る
。
 
 
 

さ
ら
に
、
大
蔵
省
と
厚
生
省
で
は
、
入
省
後
二
〇
年
程
度
で
課
長
職
を
回
る
う
ち
に
事
務
次
官
候
補
を
三
人
程
度
に
ま
で
絞
り
込
ん
 
 

で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
栗
林
良
光
氏
は
、
い
九
九
〇
年
出
版
の
著
書
の
な
か
で
大
蔵
省
に
つ
い
て
「
（
略
）
十
七
代
先
の
事
務
次
官
は
 
 

確
定
し
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
三
人
ま
で
絞
ら
れ
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
、
そ
の
候
補
者
を
示
す
表
を
巻
頭
に
掲
載
し
て
い
 
 

る
が
、
そ
の
後
の
実
際
の
、
財
務
省
を
含
む
次
官
就
任
者
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
、
一
代
先
 
（
一
九
卑
五
年
入
省
）
 
と
し
て
名
前
が
挙
 
 

が
っ
て
い
る
平
沢
貞
昭
氏
が
当
時
の
次
官
で
あ
り
、
一
年
次
山
人
に
絞
ら
れ
て
い
る
二
代
先
か
ら
四
代
先
 
（
丘
六
年
入
省
か
ら
五
八
年
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入
省
）
 
の
候
補
者
に
つ
い
て
は
完
全
に
予
想
通
り
に
な
り
、
一
年
次
一
人
か
ら
三
人
に
絞
ら
れ
て
い
る
五
代
先
か
ら
一
五
代
先
 
（
五
九
 
 

年
入
省
か
ら
六
九
年
入
省
）
 
の
候
補
者
に
つ
い
て
は
、
年
次
が
飛
ぶ
こ
と
は
あ
る
が
、
す
べ
て
の
次
官
が
挙
げ
ら
れ
た
候
補
者
の
な
か
 
 

か
ら
出
て
い
る
。
さ
ら
に
、
一
六
代
先
 
（
七
〇
年
入
省
）
 
の
候
補
者
は
五
人
に
絞
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
な
か
に
は
二
〇
〇
五
年
一
〇
 
 

月
末
現
在
の
財
務
事
務
次
官
で
あ
る
細
川
興
一
氏
が
調
査
課
長
と
し
て
名
前
を
連
ね
て
い
か
じ
ま
た
、
こ
の
間
大
蔵
省
・
財
務
省
で
は
、
 
 

栗
林
氏
が
挙
げ
た
次
官
候
補
以
外
か
ら
次
官
に
選
ば
れ
た
者
は
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
一
旦
絞
り
込
み
が
行
わ
れ
た
後
に
ほ
、
次
官
候
 
 

補
以
外
か
ら
次
官
は
山
な
い
の
で
あ
る
。
他
方
、
岡
光
氏
に
関
す
る
新
聞
報
道
で
も
、
厚
生
省
で
は
、
「
次
官
レ
ー
ス
」
の
候
補
は
、
数
 
 

ヽ
 
カ
所
の
課
長
ポ
ス
ト
を
回
る
う
ち
に
三
人
ほ
ど
に
絞
り
込
ま
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
∪
 
 
 

次
い
で
、
事
務
次
官
候
補
で
選
に
漏
れ
た
者
が
、
実
際
に
省
庁
を
触
れ
て
い
く
過
程
が
続
く
。
こ
の
時
点
に
至
る
と
、
次
官
候
補
の
 
 

選
定
が
適
切
で
な
か
っ
た
と
し
て
も
取
り
返
し
が
つ
か
な
い
。
前
節
で
も
触
れ
た
よ
う
に
厚
生
省
の
岡
光
氏
は
一
九
九
六
年
に
収
賄
苓
 
 

疑
で
逮
捕
さ
れ
た
が
、
新
聞
報
道
に
よ
れ
ば
、
す
で
に
八
八
年
の
時
点
で
事
務
次
官
O
B
の
翁
久
次
郎
氏
が
ゴ
ル
フ
仲
間
の
製
薬
会
社
 
 

元
専
務
に
糊
光
氏
の
素
行
に
つ
い
て
こ
ぼ
し
、
ま
た
、
岡
光
氏
が
薬
務
局
長
で
あ
っ
た
期
間
（
九
二
年
七
月
か
ら
九
三
年
六
月
）
 
に
別
 
 

の
次
官
O
B
が
「
彼
だ
け
は
官
房
長
に
し
て
は
い
け
な
い
」
と
知
人
に
漏
ら
し
、
他
に
も
何
人
か
の
上
司
が
岡
光
氏
に
業
者
と
の
癒
着
を
 
 

注
意
し
た
と
い
う
。
し
か
し
、
同
期
の
ラ
イ
バ
ル
と
見
ら
れ
て
い
た
T
一
人
の
う
ち
、
伊
藤
卓
雄
氏
は
九
〇
年
に
官
房
審
議
官
か
ら
環
境
 
 

庁
自
然
保
護
局
長
に
転
出
し
、
さ
ら
に
熊
代
昭
彦
氏
も
援
護
局
長
 
（
九
一
年
七
月
か
ら
九
二
年
一
月
ま
で
在
任
）
 
か
ら
九
三
年
の
衆
議
 
 

（
H
l
 
 

院
逮
に
出
馬
し
て
、
以
後
岡
光
氏
は
、
「
官
房
長
－
保
険
局
長
－
事
務
次
官
」
と
い
う
コ
ー
ス
に
来
っ
て
昇
進
し
た
と
伝
、
え
ら
れ
て
い
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
な
事
務
次
官
選
抜
の
過
程
を
見
る
と
、
大
蔵
省
と
同
様
に
厚
生
省
で
も
一
旦
次
官
候
補
の
絞
り
込
み
が
行
わ
れ
る
と
、
次
 
 

官
候
補
以
外
か
ら
次
官
は
出
な
い
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
岡
光
氏
の
次
官
就
任
は
、
年
次
が
大
き
く
飛
ぶ
人
事
が
避
け
ら
れ
た
た
め
と
 
 

も
考
え
ら
れ
る
。
前
段
落
に
挙
げ
た
新
聞
記
事
で
は
、
事
件
後
も
幹
部
人
事
を
民
間
の
よ
う
に
若
返
ら
せ
る
よ
う
な
発
想
は
厚
生
省
に
 
 

な
か
っ
た
と
の
文
脈
で
、
人
事
課
が
「
思
い
切
っ
た
登
用
と
い
う
が
、
次
官
の
年
次
が
一
気
に
飛
ぶ
よ
う
な
人
事
は
、
役
所
に
は
な
じ
 
 

五
九
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C
 
筆
頭
局
と
予
定
さ
れ
た
人
事
 
 
 

各
省
庁
に
あ
る
、
外
局
を
含
む
い
く
つ
か
の
局
の
な
か
で
、
そ
の
局
の
局
長
か
ら
直
接
に
事
務
次
官
に
就
任
す
る
こ
と
が
多
い
局
は
、
 
 

「
筆
頭
局
」
も
し
く
は
「
最
右
翼
の
局
」
と
呼
ば
れ
、
最
も
地
位
が
高
い
局
と
さ
れ
る
。
 
 
 

六
〇
 
 
 

銅
）
 
 

み
ま
せ
ん
」
と
発
言
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
確
か
に
厚
生
省
で
は
、
一
九
四
八
年
以
降
の
入
省
年
次
で
二
年
続
け
て
自
省
の
次
官
を
山
 
 

さ
な
か
っ
た
の
は
、
五
一
年
、
五
二
年
の
両
年
を
飛
ば
し
た
一
回
の
み
で
、
か
つ
、
実
際
に
は
、
岡
光
氏
の
次
の
入
省
年
次
六
四
年
は
 
 

次
官
を
出
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
後
の
六
五
年
か
ら
二
人
の
次
官
 
（
羽
毛
田
信
吾
氏
、
山
口
剛
彦
氏
）
 
が
出
る
と
い
う
変
則
人
事
と
な
っ
 
 

ヽ
 
 

て
い
る
。
想
像
に
し
か
過
ぎ
な
い
が
、
次
の
入
省
年
次
に
次
官
候
補
が
い
な
か
っ
た
た
め
、
当
時
多
少
問
題
が
あ
っ
た
と
し
て
も
予
定
 
 

通
り
に
岡
光
氏
を
次
官
に
選
出
し
て
お
き
た
い
と
の
意
向
が
働
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
 
 
 

こ
の
よ
う
に
キ
ャ
リ
ア
人
事
で
は
、
課
長
職
に
就
く
以
前
か
ら
事
務
次
官
候
補
が
周
囲
に
認
め
ら
れ
、
課
長
職
を
回
る
う
ち
に
実
質
 
 

的
に
候
補
者
の
絞
り
込
み
が
行
わ
れ
、
さ
ら
に
、
選
に
漏
れ
た
者
が
徐
々
に
省
庁
を
経
れ
る
と
い
う
段
階
を
経
て
選
抜
が
行
わ
れ
て
い
 
 

る
。
た
だ
し
、
キ
ャ
リ
ア
人
事
は
、
「
椅
子
取
り
ゲ
ー
ム
」
に
擬
せ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
課
長
職
就
任
後
か
ら
徐
々
に
同
期
が
省
庁
を
経
 
 

れ
る
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
の
で
、
次
官
候
補
で
は
な
い
が
退
職
を
し
て
い
な
い
者
の
な
か
で
は
、
次
官
以
外
の
⊥
位
の
職
位
を
巡
る
 
 

同
期
の
競
争
も
平
行
し
て
行
わ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
‖
 
例
え
ば
、
次
官
に
は
な
れ
そ
う
に
な
い
が
局
長
ま
で
な
ら
な
る
こ
と
か
で
き
 
 

る
い
っ
た
、
「
次
官
レ
ー
ス
」
以
外
の
レ
ー
ス
も
存
在
し
、
「
次
官
レ
ー
ス
」
 
の
候
補
と
な
れ
な
か
っ
た
省
内
に
残
る
同
期
は
別
の
レ
ー
 
 

ス
の
枠
内
で
競
争
を
続
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
栗
林
氏
の
著
書
に
大
蔵
省
の
次
官
候
補
と
し
て
名
前
が
挙
が
っ
て
い
な
か
っ
た
榊
 
 

原
氏
は
、
確
か
に
次
官
に
は
な
ら
な
か
っ
た
が
、
次
官
級
と
い
わ
れ
る
財
務
官
に
な
っ
て
い
る
∩
 
「
次
官
レ
ー
ス
」
の
候
補
者
は
す
で
に
 
 

課
長
職
を
回
る
う
ち
に
絞
り
込
ま
れ
る
が
、
同
時
並
行
で
別
の
レ
ー
ス
が
存
在
す
る
と
い
う
意
味
で
、
キ
ャ
リ
ア
内
部
で
長
期
的
な
競
 
 

争
が
行
わ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
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大
蔵
省
で
は
、
一
貫
し
て
主
計
局
が
筆
頭
局
と
し
て
有
名
で
あ
る
。
一
九
四
七
年
五
月
の
日
本
国
憲
法
施
行
か
ら
二
〇
〇
一
年
一
月
 
 

に
財
務
省
が
発
足
す
る
前
ま
で
の
期
間
に
事
務
次
官
を
務
め
た
三
九
人
 
（
池
田
勇
人
氏
か
ら
武
藤
敏
郎
氏
ま
で
）
 
の
前
職
は
、
主
計
局
 
 

長
二
四
人
、
主
税
局
長
六
人
、
銀
行
局
長
四
人
、
国
税
庁
長
官
三
人
、
管
理
局
長
一
人
、
内
閣
内
政
審
議
室
長
一
人
と
約
三
分
の
T
一
が
 
 

主
計
局
長
と
な
っ
て
い
る
。
逆
に
、
同
じ
期
間
に
主
計
局
長
を
経
験
者
し
た
二
八
人
 
（
野
田
卯
一
氏
か
ら
林
正
和
氏
ま
で
）
 
の
う
ち
、
 
 

事
務
次
官
に
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
昭
電
疑
獄
で
大
蔵
省
を
去
り
、
後
に
首
相
と
な
っ
た
福
田
剋
夫
氏
、
そ
の
福
H
氏
の
支
援
を
受
け
 
 

「
妬
）
 
 

て
、
田
中
角
栄
氏
に
近
か
っ
た
高
木
文
雄
主
税
局
長
と
次
官
を
争
っ
た
と
い
わ
れ
る
橋
口
冶
氏
、
大
蔵
省
の
接
待
汚
職
事
件
で
減
給
処
 
 

「
耶
」
 
 

分
を
受
け
た
涌
井
洋
治
氏
の
三
人
の
み
で
あ
る
。
例
え
ば
八
一
年
に
主
税
局
長
で
あ
っ
た
高
橋
元
氏
が
増
税
の
布
石
と
し
て
次
官
に
な
 
 

（
朋
）
 
 

っ
た
と
さ
れ
る
よ
う
に
省
内
の
政
策
の
重
点
に
よ
っ
て
他
の
局
長
が
次
官
に
就
く
こ
と
は
あ
っ
た
が
、
主
計
局
長
に
な
る
と
ほ
ぼ
次
官
 
 

（
捕
〕
 
 

に
な
る
と
い
う
意
味
で
も
大
蔵
省
で
は
主
計
局
が
一
貫
し
て
最
有
力
の
局
で
あ
っ
た
。
 
 
 

他
方
、
厚
生
省
で
は
、
政
策
の
重
点
が
時
代
に
よ
っ
て
変
わ
る
の
に
あ
わ
せ
て
、
筆
頭
局
を
長
期
的
に
変
化
さ
せ
て
き
た
と
思
わ
れ
 
 

る
。
一
九
四
七
年
五
月
の
日
本
国
憲
法
施
行
か
ら
二
〇
〇
一
年
一
月
の
中
央
省
庁
再
編
前
ま
で
に
就
任
し
た
厚
生
事
務
次
官
は
、
葛
西
 
 

嘉
資
氏
か
ら
羽
毛
田
氏
ま
で
三
三
人
に
上
る
が
、
（
表
4
）
か
ら
次
官
の
前
職
が
徐
々
に
変
化
し
て
き
た
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
 
 

「
洲
）
 
 

一
九
四
八
年
に
事
務
次
官
に
就
任
し
た
葛
西
氏
の
前
職
は
社
会
局
長
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
五
一
年
就
任
の
宮
崎
太
l
氏
か
ら
五
七
 
 

年
就
任
の
田
辺
繁
雄
氏
ま
で
三
代
の
前
職
は
引
揚
援
護
庁
長
官
も
し
く
は
引
揚
援
護
局
長
で
あ
り
、
五
九
年
就
任
の
安
田
巌
氏
か
ら
六
 
 

一
年
就
件
の
太
宰
博
邦
氏
ま
で
三
代
と
六
五
年
就
件
の
牛
丸
義
留
民
の
前
職
は
社
会
局
長
で
あ
り
、
六
三
年
就
任
の
高
田
浩
運
氏
か
ら
 
 

八
八
年
就
任
の
吉
原
健
二
氏
ま
で
一
九
人
中
一
五
人
の
前
職
は
社
会
保
険
庁
長
官
で
あ
り
、
八
四
年
就
任
の
吉
村
仁
氏
と
八
六
年
就
任
 
 

の
幸
田
正
孝
氏
の
二
代
と
九
〇
年
就
任
の
坂
元
龍
彦
氏
か
ら
九
九
年
就
任
の
羽
毛
田
氏
ま
で
七
人
の
前
職
が
保
険
局
長
と
な
っ
て
い
る
。
 
 

次
官
に
一
番
近
い
前
職
は
、
引
揚
援
護
関
連
の
局
長
、
社
会
局
長
、
社
会
保
険
庁
長
官
、
保
険
局
長
と
変
化
し
て
き
て
い
る
。
 
 
 

ま
た
、
同
じ
表
か
ら
、
筆
頭
局
が
交
替
す
る
際
に
は
、
そ
れ
以
前
の
筆
頭
局
と
そ
の
後
の
筆
頭
局
が
お
互
い
に
事
務
次
官
を
出
し
あ
 
 

六
一
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う
プ
ロ
セ
ス
が
存
在
す
る
こ
と
が
伺
え
る
じ
一
九
六
二
年
に
社
会
保
険
庁
が
外
局
と
し
て
誕
生
し
て
か
ら
二
代
に
わ
た
っ
て
次
官
を
出
 
 

し
た
後
、
社
会
局
は
、
六
五
年
に
牛
丸
氏
を
出
し
た
の
を
最
後
に
次
官
を
直
接
出
す
局
で
は
な
〈
な
る
。
ま
た
、
そ
の
社
会
保
険
庁
白
 
 

身
も
、
八
四
年
に
吉
村
氏
が
保
険
局
長
か
ら
直
接
次
官
に
就
任
し
て
か
ら
は
、
二
代
後
、
八
八
年
に
吉
原
氏
が
社
会
保
険
庁
長
官
か
ら
 
 

直
接
昇
格
す
る
の
を
最
後
に
、
長
官
職
が
次
官
の
前
職
で
は
な
く
な
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
に
筆
頭
局
を
徐
々
に
調
整
す
る
の
と
同
様
の
動
き
は
、
事
務
次
官
に
な
る
前
職
の
局
に
対
す
る
前
々
職
の
局
に
も
見
る
こ
 
 

と
が
で
き
る
。
社
会
保
険
庁
長
官
か
ら
次
官
と
な
っ
た
二
五
人
の
同
庁
長
官
の
前
職
を
見
る
と
、
社
会
局
長
七
人
、
保
険
局
長
六
人
、
 
 

年
金
局
長
二
人
と
な
っ
て
い
る
。
特
に
社
会
局
長
の
経
験
者
は
、
一
九
八
一
年
に
同
庁
長
官
に
就
任
し
て
か
ら
八
二
年
に
次
官
に
就
い
 
 

た
山
下
真
臣
氏
を
最
後
に
次
官
輩
出
の
ル
ー
ト
か
ら
完
全
に
外
れ
、
そ
の
後
に
社
会
局
長
と
な
っ
た
老
は
、
三
代
（
食
用
一
郎
氏
、
持
 
 

永
和
見
氏
、
止
木
尊
氏
）
 
続
け
て
同
庁
長
官
に
な
っ
た
後
、
二
人
に
一
人
し
か
同
庁
長
官
に
な
れ
ず
、
結
局
、
社
会
局
は
九
二
年
に
援
 
 

護
局
と
合
併
し
、
社
会
・
援
護
局
と
な
か
。
 
 
 

大
蔵
省
で
は
、
他
省
庁
に
対
し
て
予
算
配
分
を
行
う
主
計
局
の
重
要
性
が
時
代
を
関
わ
ず
一
貫
し
て
い
た
た
め
か
、
主
計
局
長
に
な
 
 

っ
た
者
が
原
則
事
務
次
官
に
な
る
こ
と
に
変
化
は
な
く
、
先
に
触
れ
た
よ
う
に
例
え
ば
増
税
と
い
っ
た
重
要
案
件
の
処
理
等
そ
の
時
々
 
 

の
理
由
に
よ
っ
て
他
局
の
局
長
が
次
官
と
し
て
挟
み
込
ま
れ
て
き
た
よ
う
に
思
え
る
じ
こ
れ
に
対
し
て
、
厚
生
省
は
、
終
戦
後
の
復
員
・
 
 

引
揚
、
生
活
困
窮
者
の
救
済
、
匡
l
民
皆
保
険
・
皆
年
金
の
実
現
、
社
会
保
障
費
用
負
担
の
増
大
へ
の
対
応
と
い
っ
た
よ
う
に
、
所
掌
事
 
 

務
の
重
点
が
移
行
す
る
の
に
あ
わ
せ
て
、
長
期
的
に
徐
々
に
そ
の
変
化
を
織
り
込
み
な
が
ら
、
そ
の
重
点
事
務
を
行
う
局
の
局
長
を
次
 
 

、
 
9
 

官
に
充
て
て
き
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
 
 
 

以
上
の
よ
う
に
、
厚
生
省
に
つ
い
て
事
務
次
官
の
前
職
と
前
々
職
を
考
え
る
と
、
同
省
で
は
、
一
定
期
間
に
は
、
筆
頭
局
長
を
経
由
 
 

し
た
次
官
へ
の
あ
る
昇
進
ル
ー
ト
が
確
立
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
先
に
、
岡
光
氏
が
薬
務
局
長
で
あ
っ
た
と
き
、
あ
る
次
官
 
 

O
B
が
「
彼
だ
け
は
官
房
長
に
し
て
は
い
け
な
い
」
と
知
人
に
漏
ら
し
た
こ
と
に
触
れ
た
が
、
（
表
4
）
を
見
る
と
、
一
九
八
四
年
就
任
 
 

六
三
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六
四
 
 
 

の
吉
村
氏
か
ら
九
六
年
就
任
の
山
口
氏
ま
で
九
人
の
次
官
の
う
ち
、
七
人
ま
で
が
「
官
房
長
－
保
険
局
長
－
事
務
次
官
」
と
い
う
ル
ー
 
 

ト
で
次
官
に
な
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
一
つ
の
職
位
に
在
任
す
る
の
が
一
年
か
ら
二
年
と
す
る
と
、
厚
生
省
で
次
官
に
な
る
者
は
、
次
 
 

官
就
任
直
前
に
決
め
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
少
な
く
と
も
二
年
か
ら
四
年
前
に
は
就
任
が
ほ
ぼ
決
定
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
 
 
 

筆
頭
局
を
経
由
し
た
次
官
へ
の
昇
進
ル
ー
ト
が
決
ま
り
、
予
定
さ
れ
た
人
事
が
存
在
す
る
か
ら
こ
そ
、
一
見
寄
妙
と
思
わ
れ
る
異
動
 
 

も
起
こ
り
う
る
。
老
人
保
険
審
議
会
の
会
長
代
理
を
し
て
い
て
、
厚
生
省
内
部
の
人
事
に
つ
い
て
耳
に
す
る
機
会
が
あ
っ
た
水
野
尊
氏
 
 

4
 

は
、
同
省
が
介
護
保
険
を
新
設
す
る
方
針
を
決
め
て
い
た
当
時
（
一
九
九
〇
年
代
後
半
か
）
、
老
人
保
健
福
祉
局
長
（
老
健
局
長
）
の
仕
 
 

事
ぶ
り
に
疑
問
を
抱
い
て
い
た
と
こ
ろ
、
同
省
の
あ
る
幹
部
か
ら
「
（
略
）
い
ま
の
老
健
局
長
で
は
と
て
も
介
護
保
険
を
ク
リ
ア
で
き
る
 
 

と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
、
局
長
を
社
会
保
険
庁
長
官
に
し
て
、
介
護
保
険
を
実
現
さ
せ
ま
す
」
と
、
能
力
の
な
い
者
を
省
内
ナ
ン
バ
 
 

9
ノ
 
 

ー
 ・
ツ
1
の
職
位
に
栄
転
さ
せ
る
発
言
が
あ
り
、
唖
然
と
し
た
と
い
う
。
 
 
 

ま
た
、
水
野
氏
は
、
近
年
、
日
本
医
師
会
と
交
渉
し
た
く
な
い
た
め
に
老
健
局
長
か
ら
保
険
局
長
へ
の
異
動
を
拒
否
し
た
人
物
が
社
 
 

会
保
険
庁
長
官
に
な
っ
た
人
事
に
つ
い
て
も
触
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
保
険
局
長
へ
の
人
事
を
進
め
て
い
た
幹
部
は
烈
火
の
ご
と
く
 
 

怒
っ
て
、
同
庁
長
官
の
発
令
の
と
き
に
「
ま
ち
が
っ
て
も
栄
転
と
思
う
な
。
『
首
を
洗
っ
て
待
っ
て
ぶ
れ
』
と
い
う
こ
と
だ
」
と
い
い
、
 
 

（
甲
 
そ
の
人
物
は
一
年
で
同
庁
長
官
を
退
職
さ
せ
ら
れ
た
と
同
氏
は
述
べ
て
い
る
。
 
 
 

こ
の
二
つ
の
事
例
は
、
社
会
保
険
庁
長
官
が
現
在
そ
れ
ほ
ど
重
要
な
職
位
で
は
な
い
こ
と
を
示
す
た
め
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
 
 

う
し
た
人
事
は
、
事
務
次
官
へ
の
昇
進
ル
ー
ト
を
中
心
と
し
た
数
年
来
予
定
さ
れ
て
い
る
順
送
り
人
事
が
背
景
に
あ
り
、
そ
れ
が
大
き
 
 

く
崩
れ
る
の
を
最
小
限
に
留
め
よ
う
と
し
た
結
果
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
一
旦
上
位
の
職
位
に
就
い
た
者
は
、
た
と
え
不
都
合
 
 

が
生
じ
て
も
す
ぐ
に
は
調
整
が
つ
か
な
い
の
で
、
一
番
当
た
り
障
り
の
な
い
職
位
に
異
動
さ
せ
て
か
ら
辞
め
さ
せ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
 
 

か
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
に
人
事
の
体
裁
を
守
っ
て
い
れ
ば
、
仮
に
政
治
家
が
抜
擢
人
事
を
行
お
う
と
し
て
も
順
送
り
人
事
の
乱
れ
が
顕
 
 

著
に
表
れ
る
の
で
、
政
治
家
に
よ
る
影
響
力
行
使
へ
の
抑
止
効
果
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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人
事
に
つ
い
て
、
決
定
と
ま
で
は
行
か
な
く
と
も
、
方
針
が
数
年
前
に
事
実
上
考
慮
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
上
位
の
職
位
に
限
ら
れ
 
 

（
9
6
）
 
な
い
。
厚
生
省
で
は
、
「
次
官
－
官
房
長
－
官
房
人
事
課
長
」
の
ラ
イ
ン
が
人
事
を
決
め
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
古
川
氏
は
、
官
房
長
 
 

の
暗
に
「
発
令
時
期
の
二
、
三
カ
月
く
ら
い
前
か
ら
中
堅
幹
部
以
上
の
人
事
蓑
を
枕
元
に
置
い
て
」
、
「
厚
生
行
政
の
流
れ
を
考
、
え
、
例
 
 

え
ば
三
年
後
、
五
年
後
に
年
金
改
正
や
医
療
保
険
改
革
が
あ
る
時
に
、
局
長
、
審
議
官
に
だ
れ
を
あ
て
れ
ば
ス
ム
ー
ズ
に
い
く
か
を
読
」
 
 

（
耶
」
 
み
、
「
そ
の
上
で
課
長
な
ど
の
ポ
ス
ト
配
置
を
考
、
ヱ
た
と
い
う
。
す
べ
て
の
人
事
担
当
者
が
古
川
氏
の
よ
う
な
含
意
あ
る
人
事
を
す
る
 
 

と
は
限
ら
な
い
が
、
古
川
氏
の
記
述
は
、
課
長
職
に
つ
い
て
も
、
三
年
後
、
五
年
後
と
い
っ
た
見
通
し
の
上
で
人
事
が
行
わ
れ
た
こ
と
 
 

を
示
し
て
い
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
に
厚
生
省
の
キ
ャ
リ
ア
に
は
、
上
位
の
職
位
か
ら
場
合
に
よ
っ
て
は
課
長
職
に
至
る
ま
で
、
順
送
り
に
よ
る
数
年
来
の
予
 
 

定
さ
れ
た
人
事
が
行
わ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
あ
る
個
別
人
事
を
達
成
す
る
に
は
、
長
期
的
な
観
点
に
立
っ
て
誘
導
し
て
い
く
必
要
が
 
 

生
じ
る
n
 
こ
れ
は
、
厚
生
省
だ
け
に
留
ま
ら
ず
、
霞
ヶ
関
全
体
に
も
当
て
は
ま
る
人
事
の
あ
り
方
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

古
川
氏
は
官
房
副
長
官
の
立
場
で
、
二
〇
C
一
年
の
中
央
省
庁
再
編
を
行
う
に
当
た
り
、
事
前
に
「
関
係
次
官
を
個
別
に
呼
ん
で
、
 
 

今
後
七
、
八
年
で
次
官
に
し
て
も
よ
い
と
思
う
人
材
を
聞
き
、
仝
省
的
立
場
か
ら
の
リ
ー
ダ
1
の
見
極
め
を
し
た
こ
と
も
あ
る
。
交
互
 
 

（
錮
‥
り
 
 

に
次
官
を
出
す
『
た
す
き
か
け
』
を
排
す
る
た
め
の
方
策
を
あ
れ
こ
れ
考
え
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
省
庁
再
編
と
い
う
変
則
的
な
事
情
 
 

が
あ
っ
た
に
し
ろ
、
厚
生
省
以
外
の
中
央
省
庁
に
つ
い
て
も
、
事
務
次
官
の
選
定
が
就
任
の
七
、
八
年
も
前
か
ら
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
 
 

と
に
な
る
。
 
 
 

ま
た
、
古
川
氏
は
、
自
ら
の
内
閣
官
房
副
長
官
就
任
に
つ
い
て
も
、
「
借
越
な
言
い
方
に
聞
こ
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
（
官
房
 
 

副
長
官
就
任
依
頼
の
電
話
が
あ
っ
た
－
筆
者
注
）
十
年
ほ
ど
前
か
ら
、
竹
下
登
き
ん
（
元
総
理
－
原
注
）
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
方
か
ら
『
い
 
 

ず
れ
副
長
官
を
や
っ
て
も
ら
う
』
と
こ
二
日
わ
れ
て
い
た
。
国
会
担
当
の
内
閣
参
事
官
と
か
、
首
席
内
閣
参
事
官
と
い
う
官
邸
の
経
験
が
あ
 
 

9
 
 

9
 
 

っ
た
か
ら
だ
」
と
回
想
し
て
い
る
。
官
房
副
長
官
と
い
う
省
庁
の
枠
を
越
え
た
特
殊
な
職
位
に
つ
い
て
で
は
あ
る
が
、
同
氏
の
就
任
は
、
 
 

六
五
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キ
ャ
リ
ア
の
人
事
制
度
は
、
官
僚
制
内
部
の
統
制
に
役
立
っ
て
い
る
。
キ
ャ
リ
ア
は
、
横
の
関
係
で
あ
る
同
期
と
、
そ
れ
に
密
接
に
 
 

連
関
す
る
縦
の
関
係
で
あ
る
先
輩
・
後
輩
関
係
と
い
う
二
つ
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
軸
に
よ
っ
て
内
部
の
上
下
関
係
を
保
ち
、
そ
の
キ
ャ
 
 

リ
ア
集
団
が
そ
の
他
の
職
員
で
あ
る
ノ
ン
キ
ャ
リ
ア
に
対
し
て
処
遇
の
格
差
を
用
い
て
統
制
を
行
う
。
す
な
わ
ち
、
キ
ャ
リ
ア
内
部
の
 
 

上
下
関
係
と
キ
ャ
リ
ア
と
ノ
ン
キ
ャ
リ
ア
の
上
下
関
係
と
い
う
、
キ
ャ
リ
ア
を
核
に
L
た
二
重
の
上
下
関
係
に
よ
っ
て
省
庁
全
体
の
統
 
 

制
が
維
持
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
 
 
 

キ
ャ
リ
ア
内
部
の
統
制
は
、
キ
ャ
リ
ア
が
少
人
数
で
あ
る
か
ら
こ
そ
可
能
で
あ
る
。
同
期
は
「
フ
ェ
ー
ス
・
ツ
ー
・
フ
ェ
ー
ス
」
と
 
 

い
う
顔
の
見
え
る
存
在
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
ま
た
、
先
輩
・
後
輩
関
係
も
、
一
年
先
輩
が
一
年
後
輩
に
実
務
を
教
え
、
そ
の
後
輩
が
先
 
 

輩
と
な
り
さ
ら
に
そ
の
一
年
後
輩
を
指
導
す
る
と
い
う
上
下
関
係
の
連
鎖
の
上
に
立
ち
、
そ
の
後
も
お
互
い
が
目
に
見
え
る
存
在
で
あ
 
 

る
か
ら
こ
そ
、
キ
ャ
リ
ア
内
部
の
強
い
結
束
を
保
つ
こ
と
が
で
き
る
。
 
 
 

ま
た
、
キ
ャ
リ
ア
が
少
人
数
で
あ
る
こ
と
は
、
官
僚
制
内
部
の
分
裂
の
要
因
と
な
り
う
る
人
事
評
価
に
一
定
程
度
合
意
を
形
成
す
る
 
 

た
め
に
も
役
立
つ
。
「
評
判
」
に
よ
る
評
価
は
、
少
人
数
で
あ
る
か
ら
こ
そ
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
大
蔵
省
O
B
（
あ
る
特
殊
法
 
 

人
の
金
融
機
関
幹
部
）
が
次
官
候
補
は
「
衆
目
の
一
致
」
で
選
ば
れ
る
と
い
い
、
元
外
務
事
務
次
官
の
村
田
氏
が
本
省
幹
部
要
月
が
「
上
 
 

へ
刷
）
 
 

司
と
部
下
の
双
方
か
ら
」
「
選
別
さ
れ
て
い
た
」
と
表
現
す
る
の
も
、
こ
う
し
た
「
評
判
」
に
よ
る
評
価
を
前
提
と
し
て
い
る
も
の
と
思
 
 

わ
れ
る
。
ま
た
、
少
人
数
で
あ
る
こ
と
は
、
同
期
の
課
長
職
ま
で
の
同
時
昇
格
を
可
能
に
し
、
ノ
ン
キ
ャ
リ
ア
と
の
処
遇
の
格
差
を
維
 
 

持
す
る
と
と
も
に
同
期
の
結
束
を
保
ち
、
政
治
家
の
影
響
力
を
及
び
に
く
く
す
る
効
果
が
あ
る
。
 
 
 

山
○
年
も
前
か
ら
予
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
 
 

お
わ
り
に
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二
〇
〇
一
年
の
中
央
省
庁
再
編
に
よ
っ
て
、
キ
ャ
リ
ア
と
ノ
ン
キ
ャ
リ
ア
の
処
遇
や
意
識
が
異
な
る
省
庁
が
合
併
し
た
り
、
こ
れ
ま
 
 

で
に
な
い
人
数
の
キ
ャ
リ
ア
を
抱
え
る
省
庁
が
誕
生
し
た
り
し
て
い
る
。
一
キ
ャ
リ
ア
の
人
事
制
度
が
、
ノ
ン
キ
ャ
リ
と
の
処
遇
の
格
差
 
 

を
用
い
、
少
人
数
で
初
め
て
成
り
立
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
今
後
こ
う
し
た
省
庁
で
は
、
こ
の
人
事
制
度
を
維
持
す
る
た
め
に
何
か
し
 
 

ら
の
工
夫
が
必
要
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
 
 
 

キ
ャ
リ
ア
が
ノ
ン
キ
ャ
リ
ア
よ
り
も
高
い
地
位
に
ま
で
、
よ
り
速
い
速
度
で
昇
格
す
る
と
い
っ
た
処
遇
の
格
差
を
際
立
た
せ
る
こ
と
 
 

は
、
キ
ャ
リ
ア
人
事
が
法
令
上
の
根
拠
が
薄
い
か
ら
こ
そ
、
ノ
ン
キ
ャ
リ
ア
に
対
す
る
統
制
維
持
の
た
め
に
行
わ
れ
て
い
る
面
も
あ
ろ
 
 

う
。
ま
た
、
キ
ャ
リ
ア
に
局
を
越
え
た
人
草
を
行
う
こ
と
も
、
少
人
数
の
キ
ャ
リ
ア
が
大
勢
の
ノ
ン
キ
ャ
リ
ア
に
取
り
込
ま
れ
る
こ
と
 
 

な
く
、
常
に
省
庁
全
休
を
調
整
す
る
立
場
か
ら
職
務
を
行
う
た
め
に
必
要
な
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、
こ
う
し
た
広
範
囲
の
異
動
 
 

は
、
高
い
専
門
性
を
ノ
ン
キ
ャ
リ
ア
に
二
疋
程
度
委
ね
る
こ
と
で
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

他
方
、
キ
ャ
リ
ア
の
人
事
制
度
は
、
人
事
に
関
し
て
政
治
家
か
ら
の
影
響
を
排
除
す
る
よ
う
に
運
用
さ
れ
て
い
る
。
キ
ャ
リ
ア
は
、
 
 

局
長
以
上
と
い
っ
た
上
位
の
職
位
を
目
指
し
て
最
終
的
に
省
庁
を
離
れ
る
ま
で
長
期
的
な
競
争
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
詳
細
に
 
 

観
察
す
る
と
、
事
務
次
官
の
選
抜
は
、
ま
ず
、
元
大
便
の
河
東
氏
の
い
う
よ
う
に
「
表
面
上
の
平
等
性
の
下
で
」
実
は
職
位
に
差
が
つ
 
 

（
′
 
 

皿
‥
 
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
課
長
職
に
就
く
以
前
か
ら
候
補
者
が
周
囲
に
認
め
ら
れ
、
次
に
、
課
長
職
を
回
る
う
ち
に
実
質
的
な
絞
り
 
 

込
み
が
行
わ
れ
、
さ
ら
に
、
選
に
漏
れ
た
者
が
徐
々
に
省
庁
を
離
れ
る
と
い
う
段
階
を
経
て
行
わ
れ
る
。
な
お
、
「
次
官
レ
ー
ス
」
の
候
 
 

補
者
は
早
く
か
ら
選
抜
さ
れ
る
が
、
候
補
者
以
外
の
者
も
次
官
以
外
の
上
位
の
職
位
を
目
指
し
て
競
争
を
続
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 
 

ま
た
、
筆
頭
局
を
経
由
し
た
事
務
次
官
ま
で
の
昇
進
ル
ー
ト
が
確
立
さ
れ
、
も
し
、
厚
生
省
の
よ
う
に
所
掌
事
務
の
重
点
が
移
る
場
 
 

合
に
は
で
き
る
だ
け
目
立
た
な
い
よ
う
に
そ
の
ル
ー
ト
が
変
化
さ
せ
ら
れ
、
キ
ャ
リ
ア
に
順
送
り
の
人
事
が
行
わ
れ
る
。
そ
う
し
た
人
 
 

事
は
、
そ
の
都
度
そ
の
都
度
決
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
数
年
来
の
予
定
を
立
て
て
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
予
定
さ
れ
た
人
事
は
、
 
 

ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
幹
部
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
よ
り
下
位
の
課
長
職
も
含
め
て
行
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
 
 

六
七
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六
八
 
 

こ
の
よ
う
に
、
早
め
に
事
務
次
官
候
補
を
選
抜
し
な
が
ら
、
昇
進
ル
ー
ト
を
確
立
し
て
数
年
来
の
予
定
を
組
ん
で
順
送
り
人
事
を
行
 
 

う
こ
と
で
、
最
終
的
に
政
治
家
に
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
幹
部
候
補
を
提
示
す
る
際
に
は
せ
い
ぜ
い
二
、
三
人
と
い
う
候
補
者
し
か
い
な
い
 
 

と
い
う
、
抜
擢
人
事
が
行
い
に
〈
い
状
況
が
作
り
出
さ
れ
、
政
治
家
も
そ
の
な
か
か
ら
幹
部
を
選
択
せ
ざ
る
を
碍
ず
、
そ
の
結
果
、
口
 
 

本
官
僚
制
に
お
け
る
人
事
の
自
律
性
が
保
た
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 
 
 

も
L
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
キ
ャ
リ
ア
の
人
事
制
度
が
崩
さ
れ
れ
ば
、
そ
の
制
度
が
支
え
る
官
僚
制
内
部
の
統
制
が
乱
れ
る
の
み
な
 
 

ら
ず
、
官
僚
制
が
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
幹
部
候
補
を
自
ら
選
ぶ
こ
と
も
危
う
く
な
る
。
自
覚
的
に
せ
よ
、
無
自
覚
に
せ
よ
、
こ
う
し
た
危
 
 

惧
に
よ
っ
て
、
国
民
の
不
信
や
専
門
家
に
よ
る
強
い
批
判
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
関
係
者
が
キ
ャ
リ
ア
人
事
制
度
を
守
ろ
う
と
す
 
 

る
節
が
見
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
（
「
1
）
 
 

注
記
 
 

＊
本
文
各
注
の
引
用
文
献
と
参
照
文
献
は
、
新
聞
記
事
と
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
サ
イ
ト
か
ら
人
手
し
た
資
料
を
除
い
て
、
次
に
挙
げ
る
参
考
文
献
の
著
者
ま
 
 

た
は
編
者
の
姓
も
し
く
は
名
称
と
発
行
年
で
示
し
て
い
る
。
 
 

∧
参
考
文
献
∨
 
 
 

伊
藤
大
山
 
『
魂
代
目
本
官
僚
制
の
分
析
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
〇
年
。
 
 
 

稲
継
裕
昭
『
日
本
の
官
僚
人
事
シ
ス
テ
ム
』
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
九
六
年
じ
 
 
 

稲
継
裕
昭
「
公
務
員
制
度
改
革
 
－
 
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
、
英
国
そ
し
て
日
本
」
『
年
報
行
政
研
究
三
人
 
公
務
員
制
度
改
革
の
展
望
』
日
本
行
政
学
 
 
 

会
 
（
編
）
、
ぎ
上
う
せ
い
、
一
一
〇
〇
三
年
、
四
川
1
六
二
束
。
 
 
 

今
村
都
南
雄
、
武
藤
博
己
、
真
山
達
志
、
武
智
秀
之
『
ホ
ー
ン
ブ
ッ
ク
 
行
政
学
 
改
訂
版
』
北
樹
出
版
、
一
九
九
九
年
。
 
 
 

榎
本
健
太
郎
・
藤
原
朋
子
「
第
七
草
 
厚
生
省
の
政
策
形
成
過
程
」
『
中
央
省
庁
の
政
策
形
成
過
程
』
城
山
英
明
、
鈴
木
寛
、
細
野
助
博
（
編
著
）
、
中
 
 
 

央
大
学
出
版
部
、
一
九
九
九
年
、
一
七
九
1
一
九
四
頁
。
 
 
 

大
森
禰
「
キ
ャ
リ
ア
組
／
ノ
ン
キ
ャ
リ
ア
組
」
『
情
報
・
知
識
i
m
i
d
a
s
－
遠
望
集
英
社
、
一
九
九
九
年
、
三
二
三
2
三
二
四
頁
。
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岡
光
序
冶
『
官
僚
転
落
』
廣
済
世
出
版
、
二
〇
〇
二
年
。
 
 

加
藤
栄
一
『
官
僚
で
す
、
よ
ろ
し
〈
。
』
 
テ
ィ
ピ
ー
エ
ス
・
ブ
リ
タ
ニ
カ
、
一
九
八
三
年
。
 
 

河
東
哲
夫
『
外
交
官
の
仕
事
』
草
思
社
、
二
〇
〇
五
年
。
 
 

北
沢
栄
『
官
僚
社
会
主
義
 
日
本
を
食
い
物
に
す
る
自
己
増
殖
シ
ス
テ
ム
』
朝
日
新
聞
社
、
二
〇
C
土
年
。
 
 

栗
林
良
光
『
大
蔵
省
主
計
局
』
講
談
社
、
一
九
九
〇
年
。
 
 

黒
田
清
・
大
谷
昭
宏
『
権
力
犯
罪
』
旬
報
社
、
二
〇
〇
〇
年
。
 
 

榊
原
英
資
『
日
本
を
演
出
す
る
新
官
僚
像
』
 
山
手
書
房
、
一
九
七
七
年
。
 
 

佐
竹
五
六
 
『
体
験
的
官
僚
論
 
－
 
五
五
年
体
制
を
内
側
か
ら
み
つ
め
て
』
有
斐
閣
、
一
九
九
八
年
。
 
 

神
一
行
『
大
蔵
官
僚
』
講
談
社
、
一
九
八
六
年
。
 
 

新
藤
宗
幸
『
異
議
あ
り
ー
・
公
務
員
制
度
改
革
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
三
年
。
 
 

西
尾
隆
「
公
務
員
制
度
改
革
と
『
霞
が
関
文
化
』
」
『
年
報
行
政
研
究
三
八
 
公
務
月
制
度
改
革
の
展
望
』
日
本
行
政
学
会
（
撃
、
ぎ
ょ
う
せ
い
、
二
〇
 
 

デ
ィ
ア
フ
ァ
ク
ト
リ
ー
、
一
九
八
八
年
。
 
 

竹
内
洋
『
選
抜
社
会
』
メ
 
 

〇
三
年
、
二
二
－
四
三
克
っ
 
 

西
尾
勝
『
行
政
学
』
 
日
本
放
送
出
版
協
会
、
一
九
八
八
年
。
 
 

西
尾
勝
『
行
政
学
』
有
斐
閣
、
一
九
九
三
年
じ
 
 

西
尾
勝
『
行
政
学
〔
新
版
〕
』
有
斐
鞠
、
二
〇
〇
一
年
。
 
 

西
村
健
『
霞
が
開
残
酷
物
語
』
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
〇
二
年
。
 
 

早
川
征
一
郎
『
同
家
公
務
員
の
昇
進
・
キ
ャ
リ
ア
形
成
』
日
本
評
論
社
、
一
九
九
七
年
。
 
 

古
川
貞
二
郎
『
霞
が
関
半
生
記
』
佐
賀
新
聞
社
、
二
〇
〇
五
年
。
 
 

牧
原
出
『
内
聞
政
治
と
「
大
蔵
省
支
配
」
』
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
〇
三
年
。
 
 

水
谷
三
公
『
∧
日
本
の
近
代
1
3
V
 
官
僚
の
風
貌
』
中
央
公
論
新
社
、
一
九
九
九
年
。
 
 

水
野
蛮
『
誰
も
書
か
な
か
っ
た
厚
生
省
』
草
思
社
、
二
〇
〇
五
年
。
 
 

村
田
良
平
『
な
ぜ
外
務
省
は
タ
メ
に
な
っ
た
か
』
扶
桑
社
、
T
一
〇
〇
二
年
。
 
 

村
松
岐
夫
『
日
本
の
行
政
』
中
央
公
論
社
、
一
九
九
四
年
。
 
 

脇
山
俊
『
官
僚
が
書
い
た
官
僚
改
革
』
産
能
大
学
出
版
部
、
一
九
九
四
年
。
 
 

『
（
新
版
）
地
方
自
治
の
現
代
用
語
』
阿
部
帝
■
大
久
保
暗
生
■
寄
本
勝
美
（
編
著
）
、
学
陽
書
房
、
一
九
九
六
年
。
 
 

六
九
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（
只
二
 
公
務
月
制
度
調
査
会
「
公
務
員
制
度
改
革
の
基
本
方
向
に
関
す
る
答
申
」
平
成
川
 
叫
年
三
月
一
六
口
 
（
稔
務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
‥
h
｛
t
p
‥
＼
＼
w
w
w
．
 
 
 

s
O
u
m
u
．
g
P
j
p
＼
】
i
阜
三
愛
空
や
a
．
h
t
m
）
。
 
 

（
9
）
 
「
公
務
員
馴
鹿
改
革
大
綱
」
 
（
行
政
改
革
推
進
事
務
局
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
‥
h
t
t
p
‥
＼
＼
w
w
w
．
g
y
O
u
k
a
k
u
．
g
〇
．
j
p
＼
s
i
r
y
O
t
エ
コ
d
e
x
．
k
O
u
h
y
O
u
．
h
t
邑
）
。
 
 
 

稲
継
二
C
〇
三
、
五
五
五
七
頁
（
北
沢
二
〇
〇
二
、
一
一
豆
八
－
二
五
九
兵
、
二
七
川
1
二
七
六
頁
。
 
 
 

（
1
）
 
 

（
2
）
 
 

（
3
）
 
 

｛
4
）
 
 

7 6 5   

『
厚
生
省
五
十
年
史
 
（
記
述
篇
）
』
厚
生
省
五
十
年
生
編
集
委
眉
会
（
編
）
、
厚
生
問
題
研
究
会
、
一
九
八
八
キ
ロ
 
 

『
公
務
員
白
書
 
（
平
成
一
四
年
版
）
』
人
事
院
 
（
編
∵
 
財
務
省
印
刷
局
、
二
C
〇
二
年
。
 
 

『
公
務
員
自
書
 
（
平
成
叫
七
年
版
）
』
人
事
院
 
（
編
∵
 
国
立
印
刷
局
、
∵
0
〇
五
年
。
 
 

『
お
役
人
操
縦
法
』
 
日
本
の
官
僚
研
究
会
 
（
編
「
 
日
本
経
済
新
聞
社
、
一
九
七
n
年
り
 
 

『
日
本
官
僚
制
総
合
事
典
一
八
六
八
1
二
〇
〇
〇
』
秦
郁
彦
（
編
∵
 
東
京
大
学
出
版
会
、
二
C
〇
一
年
 

黒
田
・
大
谷
二
〇
〇
〇
、
七
〇
・
七
二
束
、
八
〇
一
〇
一
頁
。
 
 
 

村
松
一
九
九
四
、
二
四
五
頁
。
 
 
 

水
野
二
〇
〇
五
、
二
一
四
頁
。
 
 
 

『
朝
日
新
聞
』
】
九
九
四
年
五
月
の
調
査
は
、
大
蔵
省
の
意
向
を
強
く
反
映
し
た
と
い
わ
れ
る
国
民
福
加
税
構
想
を
打
ち
出
し
た
細
川
内
閣
が
同
年
 
 

四
月
に
退
陣
し
て
羽
田
内
閣
が
発
足
し
た
直
後
に
行
わ
れ
て
い
る
じ
 
ま
た
、
九
六
年
一
二
月
の
調
査
は
、
後
に
本
文
で
も
触
れ
る
、
特
別
養
護
老
人
 
 

ホ
ー
ム
を
め
ぐ
る
厚
生
省
の
汚
職
事
件
で
前
月
に
辞
任
し
た
事
務
次
官
が
一
二
月
四
日
に
逮
捕
さ
れ
、
翌
も
日
に
は
通
産
省
現
役
職
員
が
、
石
油
卸
 
 

商
に
接
待
さ
れ
た
問
題
で
処
分
を
受
け
た
直
後
に
宥
わ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
九
八
年
三
月
の
も
の
は
、
同
正
⊥
月
か
ら
金
融
調
養
を
め
ぐ
る
大
蔵
 
 

省
の
接
待
事
件
が
問
題
に
な
る
な
か
行
わ
れ
、
九
八
年
l
二
月
の
調
杢
は
、
九
月
に
発
覚
し
た
防
衛
庁
調
達
実
施
本
部
事
件
で
元
副
本
部
長
が
一
二
 
 

月
二
H
に
再
逮
捕
さ
れ
る
等
、
防
衛
庁
の
問
題
が
尾
を
引
く
な
か
で
実
施
さ
れ
て
い
る
∩
 
加
え
て
、
二
〇
〇
〇
聖
二
月
の
世
論
調
査
も
一
九
九
九
年
 
 

か
ら
二
〇
〇
〇
年
に
か
け
て
神
奈
川
県
や
新
潟
県
な
ど
で
相
次
い
だ
警
察
不
祥
事
を
受
け
て
行
わ
れ
て
い
る
い
 
 
 

『
読
売
新
聞
』
二
〇
〇
二
年
五
月
の
調
査
に
は
、
同
年
四
月
二
‖
に
調
査
検
討
委
口
月
仝
が
農
水
省
の
失
政
を
指
摘
し
た
B
S
E
問
題
や
同
年
五
月
八
 
 

‖
に
起
き
た
中
国
・
洛
陽
の
亡
命
者
速
石
事
件
が
影
響
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
 
 
 

新
藤
二
〇
〇
三
、
五
1
七
頁
、
一
C
頁
。
西
尾
二
〇
〇
三
、
二
八
－
三
一
頁
。
 
 
 

『
朝
日
新
聞
』
一
九
九
九
年
九
月
三
u
。
 
 
 

「
外
務
省
改
革
に
関
す
る
『
変
え
る
会
』
‘
－
⊥
呆
終
報
告
書
I
ア
ク
シ
ョ
ン
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
．
 
（
外
務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
‥
h
t
t
p
‥
＼
＼
w
w
w
．
m
O
f
a
．
 
 

g
O
旨
＼
m
O
f
a
j
＼
a
コ
コ
a
i
＼
h
O
コ
S
h
O
＼
k
a
i
．
g
e
n
j
O
＼
c
h
a
コ
g
e
＼
s
a
i
s
h
t
1
1
a
p
．
h
t
m
ニ
。
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（
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（
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）
 
 

（
2
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（
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（
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）
 
 

（
2
3
）
 
 

（
1
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へ
〓
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（
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（
1
3
）
 
 

1817161514  

参
照
、
加
藤
一
九
八
三
、
二
五
－
三
六
頁
っ
 
 
 

伊
藤
一
九
八
〇
、
九
五
－
九
八
頁
。
 
 
 

西
尾
一
九
八
八
、
六
二
頁
。
 
 
 

二
〇
〇
一
年
一
月
の
中
央
省
庁
の
再
編
と
同
時
に
、
旧
大
蔵
省
は
財
務
省
と
名
前
を
変
え
、
旧
厚
生
省
は
旧
労
働
省
と
合
併
し
て
厚
生
労
働
省
と
 
 

な
っ
た
が
、
本
稿
で
は
、
そ
れ
以
前
の
省
庁
の
名
称
に
「
旧
」
の
標
記
は
付
け
ず
、
例
え
ば
、
旧
大
蔵
省
、
旧
厚
生
省
は
そ
れ
ぞ
れ
「
大
蔵
省
」
、
「
厚
 
 

生
省
」
と
表
す
こ
と
に
す
る
。
 
 
 

西
尾
二
〇
〇
一
、
一
四
三
頁
い
 
 
 

た
だ
し
、
選
考
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
た
者
も
キ
ャ
リ
7
と
し
て
扱
わ
れ
る
場
合
が
ご
く
ま
れ
に
あ
る
。
 
 
 

参
照
、
大
森
山
九
九
九
、
二
二
三
－
二
二
四
頁
。
 
 
 

参
照
、
西
村
二
〇
〇
二
、
三
七
頁
。
 
 
 

「
分
野
別
国
家
公
務
員
豆
官
 
（
平
成
一
七
年
度
末
定
員
）
1
 
（
総
務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
‥
h
t
t
p
‥
＼
＼
w
w
w
．
s
O
亡
m
u
．
g
O
し
p
＼
g
y
O
亡
k
a
コ
＼
k
a
n
r
i
＼
p
d
f
＼
 
 

s
｛
a
t
e
i
〇
N
一
声
p
d
f
）
。
た
だ
し
、
こ
の
数
字
に
日
本
郵
政
公
社
の
二
七
二
万
人
、
特
定
独
立
行
政
法
人
の
ヒ
二
一
万
人
の
国
家
公
務
月
は
含
ま
れ
て
 
 

い
な
い
っ
 
 
 

参
照
、
人
事
院
 
（
編
）
 
二
〇
〇
五
、
一
凶
八
頁
‖
 
 
 

人
事
院
 
（
編
）
 
二
〇
〇
二
、
九
八
九
九
頁
。
 
 
 

加
藤
一
九
八
三
、
一
六
〇
頁
。
村
松
一
九
九
州
、
五
一
頁
。
 
 
 

参
照
、
今
村
・
武
藤
・
真
山
・
武
智
一
九
九
九
、
二
六
頁
。
 
 
 

「
上
司
は
同
期
 
異
例
の
外
務
省
人
事
 
－
 
官
邸
が
望
ん
だ
別
中
外
務
審
議
官
続
投
」
『
日
本
経
済
新
聞
』
▲
一
〇
〇
四
年
一
二
月
一
六
日
。
二
〇
〇
 
 

五
年
一
月
の
外
務
省
人
事
で
谷
内
正
太
郎
内
閣
官
房
副
長
官
補
が
事
務
次
官
に
就
任
す
る
一
方
、
日
中
均
外
務
審
議
官
が
留
任
し
、
一
九
六
九
年
入
 
 

省
の
二
人
が
本
省
で
上
司
と
部
下
の
関
係
と
な
っ
た
。
 
 
 

西
村
二
〇
〇
二
、
一
六
六
頁
。
 
 
 

戦
中
の
就
任
者
を
除
く
と
、
戦
後
大
蔵
省
で
同
じ
入
省
年
次
で
複
数
の
事
務
次
官
を
輩
出
し
た
例
は
、
一
九
三
一
年
入
省
の
鳩
山
威
一
郎
氏
と
吉
 
 

国
二
郎
氏
、
一
九
四
七
年
入
省
の
大
倉
真
隆
氏
と
長
岡
芙
氏
の
二
件
が
確
認
で
き
る
だ
け
で
あ
る
∵
参
照
、
神
一
九
八
六
、
一
六
九
頁
、
「
表
1
0
 
歴
 
 

代
事
務
次
官
と
前
職
の
ポ
ス
ト
」
、
秦
（
編
〓
一
〇
〇
】
、
六
五
五
－
六
六
一
頁
ウ
ま
た
、
一
九
四
八
年
以
降
の
厚
生
省
で
は
、
一
九
六
五
年
入
省
の
 
 

羽
毛
田
信
吾
氏
と
山
口
剛
彦
氏
の
一
件
が
確
認
で
き
る
の
み
で
あ
る
。
参
鼎
、
秦
 
（
編
）
 
二
〇
〇
「
 
六
三
六
！
」
ハ
三
人
頁
。
 
 
 

厚
生
省
に
お
い
て
、
老
人
保
険
審
議
会
の
会
長
代
理
を
し
た
こ
と
が
あ
る
医
事
評
論
家
の
水
野
尊
氏
は
、
一
九
車
二
年
に
入
省
し
た
古
村
仁
氏
が
、
 
 

七
一
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七
二
 
 
 

，
年
先
輩
の
一
九
五
l
一
年
入
省
組
が
誰
も
課
長
に
な
っ
て
い
な
い
の
に
初
任
の
船
員
保
険
課
長
に
抜
擢
さ
れ
た
こ
と
を
「
空
前
絶
後
の
飛
び
越
し
人
 
 

事
」
と
表
現
し
て
い
る
。
ま
た
、
本
文
第
三
節
で
も
触
れ
る
が
、
水
野
氏
に
よ
れ
ば
、
厚
生
省
で
は
介
護
保
険
を
実
現
す
る
に
当
た
り
、
老
人
保
健
 
 

福
祉
局
長
が
力
不
足
と
し
て
事
務
次
官
に
次
ぐ
ナ
ン
バ
1
・
ツ
ー
の
ポ
ス
ト
で
あ
る
社
会
保
険
庁
長
官
に
栄
転
さ
せ
ら
れ
た
。
こ
の
と
き
同
氏
は
、
 
 

通
常
社
会
保
険
庁
長
官
が
保
険
局
長
よ
り
も
入
省
年
次
が
先
輩
で
あ
る
の
に
、
保
険
局
長
の
方
が
年
次
が
上
と
な
っ
た
二
と
を
「
ち
ょ
っ
と
解
せ
な
 
 

か
っ
た
」
と
し
て
い
る
。
水
野
二
〇
〇
五
、
l
一
一
頁
、
一
七
〇
－
一
七
一
頁
。
 
 
 

参
照
、
今
村
・
武
藤
・
真
山
・
武
智
一
九
九
九
、
一
〓
ハ
ー
一
一
七
頁
、
阿
部
・
大
久
保
・
寄
本
 
（
編
著
）
一
九
九
六
、
九
七
－
九
八
束
。
 
 
 

稲
継
一
九
九
六
、
三
五
頁
。
 
 
 

神
一
九
八
六
、
一
四
五
－
一
四
六
頁
。
一
九
八
一
年
に
大
蔵
省
で
ノ
ン
キ
ャ
リ
ア
で
あ
る
石
井
直
一
氏
が
印
刷
局
長
に
就
任
し
た
。
 
 
 

稲
継
一
九
九
六
、
三
五
頁
。
 
 

一
三
年
で
二
五
〇
〇
人
が
関
連
業
界
天
下
り
 
ノ
ン
キ
ャ
リ
ア
、
課
長
補
佐
級
以
下
」
 
『
朝
日
新
聞
」
 
二
〇
〇
一
年
六
月
三
日
。
 
 
 

稲
継
一
九
九
六
、
二
三
頁
。
 
 
 

西
尾
一
九
九
三
、
二
〇
二
頁
。
参
照
、
日
本
の
官
僚
研
究
会
 
（
編
）
一
九
七
「
 
二
八
頁
、
些
二
頁
。
村
松
一
九
九
四
、
小
二
二
頁
、
五
七
頁
。
 
 
 

参
照
、
西
尾
二
〇
〇
「
 
1
四
三
頁
。
 
 
 

早
川
征
一
郎
教
授
は
、
①
農
林
水
産
省
本
省
内
局
勤
務
の
大
学
卒
初
級
試
験
合
格
者
、
②
大
蔵
省
管
区
機
関
勤
務
の
高
校
卒
初
級
試
験
合
格
者
、
 
 

③
労
働
省
都
府
県
単
位
機
関
勤
務
の
臨
時
職
月
か
ら
本
採
用
と
な
っ
た
者
と
い
う
三
人
の
経
歴
を
分
析
し
、
「
一
般
公
務
自
の
場
合
、
縦
の
異
動
（
昇
 
 

進
－
原
注
）
 
の
幅
は
、
高
級
公
務
員
に
比
べ
、
は
る
か
に
狭
く
、
そ
れ
故
、
横
の
移
動
が
頻
繁
に
行
わ
れ
る
」
と
述
べ
た
上
、
そ
れ
ぞ
れ
が
①
農
林
 
 

経
済
局
、
食
品
流
通
局
で
約
三
〇
牛
の
業
務
経
験
、
②
横
浜
税
関
か
ら
異
動
す
る
こ
と
な
く
、
検
査
官
と
し
て
一
五
年
の
経
験
、
③
東
京
労
働
基
準
 
 

局
と
労
働
基
準
監
督
署
間
を
往
復
し
な
が
ら
の
、
労
働
災
害
の
適
用
や
補
償
、
給
付
関
係
の
職
務
と
い
っ
た
点
で
一
貫
し
た
職
務
経
験
を
持
っ
て
い
 
 

る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
早
川
t
九
九
七
、
九
八
1
⊥
∵
U
七
頁
。
同
じ
ノ
ン
キ
ャ
リ
ア
と
い
っ
て
も
、
政
策
形
成
に
携
わ
る
者
に
は
職
位
の
異
動
 
 

そ
の
も
の
が
少
な
い
の
に
対
し
て
、
政
策
実
施
に
携
わ
る
老
に
つ
い
て
は
、
特
に
監
督
・
取
締
り
業
務
の
場
合
、
監
督
・
取
締
り
を
行
う
側
と
受
け
 
 

る
側
の
問
で
一
定
の
距
維
を
保
つ
た
め
に
も
、
局
内
や
機
関
内
と
い
っ
た
狭
い
範
囲
で
は
あ
る
が
配
置
転
換
が
頻
繁
に
行
わ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
 
 

る
ゥ
 
た
だ
し
、
両
者
と
も
職
種
に
頻
繁
な
変
更
は
な
く
、
専
門
性
を
高
め
る
人
事
が
行
わ
れ
て
い
る
点
は
共
通
で
あ
る
。
 
 
 

岡
光
二
〇
〇
二
、
一
八
八
頁
。
 
 
 

栗
林
一
九
九
〇
、
三
六
頁
り
 
 
 

佐
竹
一
九
九
八
、
二
五
二
頁
。
 
 
 

参
照
、
西
村
二
〇
〇
二
、
二
古
－
二
九
頁
。
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参
照
、
河
東
二
〇
〇
五
、
一
七
〇
頁
。
 
 

参
照
、
河
東
二
〇
〇
五
、
一
人
九
－
一
七
〇
頁
。
 
 

水
野
二
〇
〇
五
、
 
 

西
村
二
〇
〇
二
、
 
 

西
村
二
〇
〇
二
、
 
 

古
川
二
〇
〇
五
、
 
 

加
藤
一
九
八
三
、
 
 

加
藤
一
九
八
三
、
 
 

村
田
二
〇
〇
二
、
 
 

河
東
二
〇
〇
五
、
 
 

『
朝
日
新
聞
』
一
 
 

早
川
一
九
九
七
、
一
八
六
－
一
九
三
頁
。
 
 

参
照
、
榎
本
・
藤
原
一
九
九
九
、
一
八
一
－
一
八
二
頁
。
 
 

参
照
、
稲
継
二
〇
〇
三
、
四
五
頁
。
 
 

早
川
一
九
九
七
、
一
三
〓
彗
 
 

西
村
二
〇
〇
二
、
二
二
頁
。
 
 

西
村
二
〇
〇
二
、
二
二
－
二
三
頁
。
 
 

参
照
、
竹
内
一
九
八
八
、
一
四
三
頁
。
 
 

神
一
九
八
六
、
九
二
束
。
 
 

竹
内
一
九
八
八
、
一
三
二
頁
。
 
 

参
照
、
竹
内
一
九
八
八
、
一
二
九
頁
。
 
 

加
藤
一
九
八
三
、
一
六
六
頁
。
 
 

神
一
九
八
六
、
九
三
1
九
四
頁
∩
 
 

神
M
九
八
六
、
九
六
頁
。
 
 

脇
山
一
九
九
四
、
 
 

『
日
本
経
済
新
聞
』
 
 

九
九
七
年
三
月
一
人
目
。
 
 

五
七
頁
。
 
 

二
〇
〇
五
年
八
月
二
H
「
 
 

六
四
頁
。
 
 

九
頁
。
 
 

一
一
頁
。
 
 

一
七
九
頁
。
 
 

一
七
凶
－
一
 
 

〓
ハ
九
頁
。
 
 

一
〇
七
－
一
 
 

一
石
〇
1
一
 
 参

照
、
河
東
二
〇
〇
五
、
一
五
二
頁
。
 
 

七
五
頁
。
 
 

〇
八
頁
。
 
 

五
三
頁
。
 
 

七
三
 
 
 



開 法（55－2）322  

（
7
3
）
 
 

（
7
4
）
 
 

（
7
5
）
 
 

（
7
6
）
 
 

（
7
7
）
 
 

（
7
8
）
 
 

（
7
9
）
 
 

「
8
0
）
 
 

（
8
1
）
 
 

（
8
2
）
 
 

（
8
3
）
 
 

（
8
4
）
 
 

〔
8
5
）
 
 

（
8
6
）
 
 

（
8
7
）
 
 

（
蝿
）
 
 

（
8
9
）
 
 

72 717n 69 68 67 66  

考
、
え
ら
れ
る
の
で
、
 
 
 

古
川
二
〇
〇
五
、
 
 
 

古
川
二
〇
〇
五
、
 
 
 

岡
光
二
〇
〇
二
、
 
 
 

水
谷
一
九
九
九
、
 
 
 

神
一
九
八
六
、
 
 
 

『
削
日
新
聞
』
一
 
 
 

村
田
二
〇
〇
二
、
 
 
 

河
東
二
〇
〇
五
、
 
 
 

柴
林
一
九
九
〇
、
 
 

「
同
一
線
上
か
ら
の
ス
タ
ー
ト
」
と
発
言
す
る
の
は
、
現
役
若
手
キ
ャ
リ
ア
や
将
来
入
省
し
て
く
る
者
の
士
気
を
高
め
る
た
め
に
当
然
で
あ
る
と
も
 
 

『
朝
日
新
聞
』
一
九
九
七
年
三
月
一
八
口
U
 
 

『
朝
日
新
聞
』
一
九
九
七
年
三
月
一
八
目
。
た
だ
し
、
岡
光
氏
、
伊
藤
氏
、
熊
代
氏
の
役
職
と
在
任
期
間
の
山
部
は
筆
者
が
補
足
し
た
。
 
 

『
朝
日
新
聞
』
一
九
九
七
年
三
月
一
八
日
。
 
 

参
照
、
秦
 
（
編
）
 
二
C
O
∴
 
六
三
六
－
⊥
ハ
二
八
頁
。
 
 

栗
林
一
九
九
〇
、
八
五
頁
わ
 
 

参
照
、
神
一
九
八
六
、
一
六
九
頁
、
「
表
l
口
 
座
代
車
務
次
官
と
前
職
の
ポ
ス
ト
」
、
秦
（
編
）
 
二
〇
〇
「
 
五
〇
八
－
五
〓
百
ハ
。
 
 

神
H
九
人
六
、
一
六
七
－
一
六
八
頁
り
 
 

牧
原
山
助
教
授
は
、
一
九
五
〇
年
代
の
大
蔵
省
に
お
い
て
官
房
調
査
課
に
近
い
官
僚
に
よ
っ
て
主
計
局
が
占
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
「
以
後
、
 
 
 

村
出
二
n
〇
二
、
 
 

村
凹
二
n
0
1
一
、
 
 

稲
継
二
C
〇
三
、
 
 

稲
継
一
九
九
六
、
 
 

神
岬
九
八
六
、
 
 

刷
恕
二
九
七
七
、
 
 

栗
林
一
九
九
〇
、
 
 言

葉
を
そ
の
ま
ま
素
直
に
受
け
取
る
に
は
留
保
が
い
る
。
 
 

一
八
川
頁
。
 
 

五
人
頁
、
六
二
頁
。
 
 
 

八
七
－
八
九
頁
し
 
 
 

二
一
五
‘
一
∴
七
貞
。
 
 

一
〇
五
－
㌦
〇
六
頁
。
 
 

九
九
六
年
一
二
月
八
日
＝
 
 
 

正
三
九
頁
。
 
 

一
五
五
頁
。
 
 

八
六
頁
、
巻
頭
、
表
①
〔
大
蔵
事
務
東
宮
レ
ー
ス
・
本
流
の
人
脈
の
流
れ
〕
。
 
 

一
〇
六
－
一
〇
七
頁
。
 
 
 

二
二
几
頁
。
 
 
 

四
六
頁
っ
 
 

三
一
－
三
二
頁
。
 
 

一
〇
三
百
ハ
、
l
〇
五
頁
∩
 
 

三
八
－
三
九
頁
。
参
画
、
 
 

八
三
貫
い
 
た
だ
し
、
こ
の
発
言
を
小
粥
氏
が
ど
の
よ
う
な
場
面
で
し
た
の
か
は
不
明
で
、
当
時
現
役
幹
部
の
立
場
に
あ
る
者
が
 
 

栗
林
一
九
九
C
、
八
一
－
八
二
頁
、
水
谷
二
九
九
九
、
「
一
八
－
一
二
九
頁
。
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（
9
7
）
 
 

（
9
8
）
 
 

9
 
 

9
 
 

一
‥
 

1
 

（
1
日
l
）
 
 
 

主
計
局
長
に
は
主
計
局
官
僚
と
官
房
調
査
課
の
官
僚
と
が
」
父
互
に
就
任
し
、
こ
れ
と
並
行
し
て
主
計
局
次
長
に
は
常
に
主
計
局
官
僚
と
官
房
調
査
課
 
 

の
グ
ル
ー
プ
と
か
同
時
に
就
任
す
る
態
勢
が
と
ら
れ
た
た
め
、
こ
う
し
た
 
『
占
拠
』
状
態
は
顕
在
化
し
な
か
っ
た
し
、
内
閣
や
大
臣
か
ら
派
閥
抗
争
 
 
 

が
政
治
的
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
」
と
し
て
、
省
内
の
有
力
勢
力
が
主
計
局
で
宥
和
的
人
事
を
行
い
、
そ
の
結
果
、
政
治
か
ら
の
介
入
が
 
 
 

避
け
ら
れ
た
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
牧
原
丁
一
〇
〇
三
、
三
一
〇
－
一
三
一
頁
。
こ
れ
は
、
彼
の
本
文
で
厚
生
省
に
つ
い
て
触
れ
る
の
と
同
様
に
、
筆
 
 
 

頭
局
を
経
由
し
た
昇
進
ル
ー
ト
の
体
裁
を
保
っ
た
こ
と
が
官
僚
制
外
部
か
ら
の
影
響
を
排
除
す
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
事
例
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
 
 

は
な
い
か
。
 
 

（
9
0
）
一
九
田
上
年
一
一
月
↓
≡
巳
か
ら
四
六
年
三
月
一
三
R
ま
で
は
、
社
会
局
に
引
揚
援
護
課
が
設
け
ら
れ
、
引
揚
業
務
が
行
わ
れ
て
い
た
。
こ
の
時
 
 
 

期
は
、
葛
西
氏
が
社
会
局
長
で
あ
っ
た
期
間
 
（
四
六
年
一
月
二
五
日
か
ら
四
八
年
三
月
一
六
日
）
 
と
僅
か
で
あ
る
が
重
な
っ
て
い
る
。
参
照
、
厚
生
 
 
 

省
五
十
年
史
編
集
委
月
会
 
（
編
）
一
九
八
八
、
五
七
九
頁
、
秦
 
（
編
）
 
二
〇
〇
一
、
五
五
二
頁
。
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参
照
、
秦
 
（
編
）
 
二
〇
〇
一
、
五
五
二
－
五
五
三
頁
コ
 
 
 

社
会
・
援
護
局
に
つ
い
て
は
、
参
照
州
、
榎
本
‥
藤
原
一
九
九
九
、
一
八
開
↓
一
八
八
頁
。
 
 
 

参
照
、
厚
生
省
五
十
年
史
編
集
委
員
会
 
（
編
）
一
九
八
八
、
五
七
五
－
六
一
九
頁
、
九
三
五
1
ト
几
九
三
頁
、
一
円
九
七
－
1
五
五
一
頁
。
 
 
 

水
野
二
〇
〇
五
、
一
六
九
1
∴
七
〇
頁
。
 
 
 

水
野
二
〇
〇
五
、
一
七
一
－
一
七
．
一
頁
ハ
一
 
 
 

占
川
氏
は
、
医
務
局
総
務
諌
長
と
し
て
国
立
病
院
再
編
に
当
た
っ
た
と
き
、
病
院
事
務
部
門
の
ノ
ン
キ
†
リ
ア
が
、
運
営
方
針
の
異
な
る
キ
ャ
リ
 
 

ア
が
課
長
に
就
い
て
約
二
年
で
交
代
し
た
後
始
末
を
ノ
ン
キ
ャ
リ
ア
が
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
指
摘
し
た
の
を
受
け
て
、
概
ね
同
じ
考
え
カ
の
 
 

キ
1
．
リ
ア
を
配
し
た
人
事
を
官
房
人
事
課
長
な
ど
に
も
進
言
し
、
同
氏
白
身
が
後
年
、
官
房
姦
や
次
官
に
な
っ
た
と
き
も
心
が
け
た
と
い
う
。
古
川
 
 

二
〇
〇
五
、
〓
川
n
T
・
∵
四
一
頁
。
 
 
 

古
川
二
〇
〇
五
、
一
七
九
頁
。
 
 
 

古
川
二
〇
〇
五
、
二
一
七
頁
じ
 
 
 

古
川
一
〇
〇
五
、
四
－
五
頁
。
 
 
 

参
照
、
本
稿
、
「
三
 
宮
僚
制
外
部
か
ら
の
影
響
を
排
除
す
る
仕
組
み
」
「
（
一
）
 
段
階
的
選
抜
」
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神
一
九
八
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、
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〇
五
貞
、
村
ほ
二
〇
〇
二
、
 
 

一
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九
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参
照
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「
三
 
官
僚
制
外
部
か
ら
の
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響
を
排
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す
る
仕
組
み
」
「
二
）
 
段
階
的
選
抜
」
。
河
東
二
〇
〇
五
、
一
五
五
頁
。
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